
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

地
域
の

福
祉
ニ
ー
ズ
調
査

票
（
い
き

い
き
支
援
セ
ン
タ
ー
）
【
結
果

】
 

 Ⅰ
．

介
護

保
険

法
・

障
害
者

総
合

支
援

法
の

制
度

外
サ
ー

ビ
ス

 

問
１

 
高

齢
者

や
障

害
者

等
で
日

常
生

活
に

支
障

の
あ

る
人
や

そ
の

ご
家

族
か

ら
の

相
談
に

応
じ

て
、
介

護
保

険
や

障
害

者
総

合
支

援
法

等
既

存
の

公
的

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
で

は
対

応
で

き
な

く
て

困
っ

た
こ

と
は

あ

り
ま
す

か
。

 

１
．
あ

る
 

 
 

 
 
 

 
（

９
２

．
３

）
 

２
．
な

い
 

⇒
問
３

へ
 

 
（

 
０

．
０

）
 

 問
２

 
そ

れ
は

、
ど

の
よ

う
な

内
容

の
も

の
で
し

た
か
。
（

○
は

いい
くく

つつ
でで
もも

）
ま
た

、
ど

の
よ

う
に

対
応

さ

れ
ま

し
た

か
。

※
 
対

応
方

法
の

集
計

は
省
略

し
て

い
ま

す
。

 

 

記
載

例
 

１
．
し

つ
け

な
ど

子
育

て
の

仕
方
 

 
 

 
 

…
（

 
Ａ

 
）

 

 １
．
外

出
支

援
（

通
院
含

む
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
９

５
．

５
）

 

２
．
買

い
物

の
手

伝
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
６

３
．

６
）

 

３
．
ゴ

ミ
出

し
や

掃
除
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
９

０
．

９
）

 

４
．
入

院
時

・
入

院
中
の

お
手

伝
い

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
８

１
．

８
）

 

５
．
話

し
相

手
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
７

７
．

３
）

 

６
．
電

化
製

品
の

修
理
、

使
用

方
法

の
説

明
 
 

 
 

 
…
（
５

４
．

５
）

 

７
．
家

の
小

修
繕
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
５

９
．

１
）

 

８
．
ペ

ッ
ト

の
世

話
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
８

６
．

４
）

 

９
．
生

き
が

い
の

た
め
の

趣
味

活
動

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
４

０
．

９
）
 

1
0
．

集
い

の
場

（
サ

ロ
ン
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

５
９

．
１
）

 

1
1
．

隣
人
ト

ラ
ブ

ル
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

…
（

８
１
．

８
）

 

1
2
．

医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

人
の

就
学

・
就
労

 
 

 
 

…
（

２
２

．
７
）

 

1
3
．

医
療

同
意

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

…
（

４
５

．
５
）

 

1
4
．

保
証

人
探

し
（

入
院
手

続
き

、
賃

貸
契
約

等
）

 
 

…
（

８
１

．
８
）

 

1
5
．

経
済

的
支

援
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

９
５

．
５
）

 

1
6
．

就
労

支
援

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

…
（

６
８

．
２
）

 
 

1
7
．

社
会

的
孤

立
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

６
８

．
２
）

 

1
8
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
）

 
 

…
（

１
３

．
６
）

 

 【
対

応
内

容
の

選
択

肢
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ
．
（
回

答
者
が

）
自

分
で

対
応

し
た

 
 
 

 
 

 
 
Ｂ

．
家

族
・

親
族

等
と

対
応
し

た
 

Ｃ
．

地
域

（
民

生
委

員
等
）

と
協

力
し

て
対

応
し

た
 
Ｄ

．
行

政
機

関
に

依
頼

し
た
 

Ｅ
.
 
社
会

福
祉

協
議

会
に
依

頼
し

た
 
 
 
 

 
 

 
 
Ｆ

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

に
依

頼
し

た
 

Ｇ
．

他
の

相
談

機
関

と
協
力

し
て

対
応

し
た

 
 

 
 
Ｈ

．
他

の
相

談
機

関
に

引
き
継

い
だ

 
Ｉ
．

特
に

対
応

し
な

か
っ
た

・
対

応
で

き
な

か
っ

た
 
 

 
 

 

Ｊ
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

※
各
選

択
肢

横
に

あ
る
（

 
 

）
内

の
数

字
は

回
答
割

合
で

す
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ
．

地
域

の
困

り
事

に
つ
い

て
、

お
尋

ね
し

ま
す

 

  問
１

 
地

域
と

の
関

係
づ

く
り
の

た
め

に
、

日
頃

の
業

務
の
中

で
実

施
し

て
い

る
こ

と
は
何

で
す

か
。

 

（
○
は

３ ３
つつ

まま
でで

）
 

１
．

地
域

福
祉

活
動

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６

．
９

）

２
．

地
域

の
行

事
等

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
７

．
７

）

３
．

地
域

住
民

と
の

協
議

の
場

へ
の

参
加

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６

．
９

）

４
．
地

域
住

民
等

と
の
協

働
に

よ
る

取
組

の
実

施
（
サ

ロ
ン

等
に

お
け

る
専
門

相
談

の
実

施
等

）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
２
６

．
９
）

５
．
本

人
へ

の
支

援
を
行

う
際

に
、

地
域

住
民

等
に
対

し
ケ

ー
ス

会
議

へ
の
参

加
を

依
頼

す
る

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（
２
６

．
９
）

６
．

区
社

会
福

祉
協

議
会

と
の

連
携

・
協

力
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

３
４

．
６

）

７
．

民
生

委
員

・
児

童
委

員
、

主
任

児
童

委
員

等
と
の

連
携

・
協

力
 

 
 

 
 

 
 

 
（

８
８

．
５

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
３

．
８

）

 

問
２

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し
て

問
題

解
決

す
る

力
は

、
こ

こ
数

年
で

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
る
と

思
い

ま
す

か
。
（

〇
は

１１
つつ

だだ
けけ

）
 

１
 

高
ま

っ
て

い
る

 
 

 
 
（

 
７

．
７

）
 

２
 

や
や

高
ま

っ
て

い
る
 

 
（

６
９

．
２

）
 

３
 

変
わ

ら
な

い
 

 
 
 

 
（

１
５

．
４

）
 

４
 

や
や

低
下

し
て

い
る
 

 
（

 
０

．
０

）
 

５
 

低
下

し
て

い
る

 
 

 
 
（

 
７

．
７

）
 

６
 

わ
か

ら
な

い
 

 
 
 

 
（

 
０

．
０

）
 

 問
３

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し

て
問

題
解

決
す
る

力
を

高
め

る
た

め
に
は

、
何
が

必
要

だ
と

思
い

ま
す

か
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

１
 

地
域

福
祉

ニ
ー

ズ
に
対

応
す

る
団

体
の

情
報

の
地
域

へ
の

発
信

 
 

 
 

 
（
１

５
．

４
）

 

 
 

２
 

活
動

者
へ

の
研

修
等
の

開
催

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
 

３
．

８
）

 

 
 

３
 

専
門

機
関

（
専

門
職
員

）
の

ア
ド

バ
イ

ス
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１

５
．

４
）

 

４
 

地
域

団
体

や
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
顔

の
見
え

る
関

係
づ

く
り

 
 

 
（
５

３
．

８
）

 

５
 

身
近

に
相

談
で

き
る
人

や
場

所
の

存
在

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
５

３
．

８
）

 

６
 

元
気

な
高

齢
者

が
担
い

手
と

な
る

た
め

の
取

り
組
み

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
３

８
．

５
）

 

７
 

学
生

な
ど

の
若

者
が
担

い
手

と
し

て
参

加
す

る
た
め

の
取

り
組

み
 

 
 

 
（
２

３
．

１
）

 

８
 

社
会

福
祉

法
人

、
商
店

や
企

業
等

の
地

域
貢

献
に
よ

る
支

援
 

 
 

 
 

 
（
１

９
．

２
）

 

９
 

住
民

が
話

し
合

う
場
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
４

２
．

３
）

 

1
0
 

地
域
住

民
の

福
祉

意
識
を

高
め

る
た

め
の

啓
発
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

３
４

．
６

）
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問
４

 
以

下
の

事
項

の
課

題
を
抱

え
る

人
や

世
帯

を
把

握
し
、
支

援
し

た
又

は
他

の
機

関
等
へ

の
つ

な
ぎ

を
行

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（
問

①
～

⑭
す
べ

て
の

項
目

に
つ

い
て

回
答
し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

事
項

 

把
握

状
況

（
件

）
 

（
あ

る
場

合
）

対
応

状
況

（
％

）
 

あ
る

 
な

い
 

自
ら

 

支
援

し
た

 

他
機

関
等

へ
 

つ
な

い
だ

 

支
援

で
き

 

な
か

っ
た

 

 

 
 

 

 

 

①
 介護と

子
育

て
を

同
時

に
し

て
お

り
、

介

護
・

育
児

負
担

を
感

じ
て

い
る

人
や

世
帯

（
い

わ
ゆ

る
ダ

ブ
ル

ケ
ア

）
 

１
６

 
 

９
 

９
１

．
７

 
６

６
．
７

 
５

０
．

０
 

②
 高齢者

と
障

害
者

の
同

居
世

帯
で

複
数

の

課
題

を
抱

え
て

い
る

人
や

世
帯

 
２

５
 

 
１

 
５

６
．
７

 
 

１
０
０

 
１

２
．

０
 

③
 高齢の親

が
障

害
の
あ

る
子

ど
も

の
介

護
を

し

て
お

り
、

支
援

が
必

要
と

思
わ
れ

る
人

 
２

３
 

 
３

 
５

６
．
５

 
 

１
０
０

 
１

７
．

４
 

④
 ①～③

以
外

で
、

複
数

の
課

題
を

抱
え

て

い
る

人
や

世
帯

 
２

４
 

 
２

 
６

５
．
２

 
 

１
０
０

 
１

７
．

４
 

⑤
 支援拒

否
や

自
ら

相
談

や
利

用
申

請
等

が

で
き

な
い

人
や

世
帯

 
２

５
 

 
１

 
７

９
．
２

 
７

９
．
２

 
３

７
．

５
 

⑥
 生活に

困
窮

し
て

お
り

、
支

援
が

必
要

と

思
わ

れ
る

人
や

世
帯

 
２

５
 

 
０

 
５

４
．
２

 
１

０
０

 
１

２
．

５
 

⑦
 住まい

の
確

保
な

ど
居

住
に

課
題

を
抱

え

た
人

や
世

帯
 

２
３

 
 

２
 

５
２

．
２

 
９

５
．
７

 
１

３
．

０
 

⑧
 精神疾

患
を

抱
え

て
い

る
人

又
は

抱
え

て

い
る

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

こ
に

も
相

談
し

て
い

な
い

人
 

２
５

 
 

１
 

６
８

．
０

 
８

８
．
０

 
２

４
．

０
 

⑨
 支援が

必
要

な
障

害
が

あ
る

又
は

あ
る

と

思
わ

れ
る

が
、

障
害

者
手

帳
を

取
得

し
て

い
な

い
人

 

２
０

 
 
 
５

 
７

０
．
０

 
９

０
．
０

 
２

５
．

０
 

⑩
 判断能

力
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と

に
よ

り

成
年

後
見

な
ど

の
権

利
擁

護
を

必
要

と
し

て
い

る
人

や
世

帯
（

消
費

者
被

害
な
ど

）
 

２
５

 
 
 
１

 
６

８
．
０

 
８

８
．
０

 
１

６
．

０
 

⑪
 虐待の問

題
を

抱
え

て
い

る
人

や
世
帯

 
２

５
 

 
１

 
６

８
．
０

 
８

８
．
０

 
 

 
 

０
 

⑫
 刑務所

か
ら

出
所

し
た

人
な

ど
で

あ
っ

て

福
祉

的
な

支
援

を
必

要
と

し
て

い
る
人

 
２

１
 

 
 
４

 
７

０
．
０

 
７

０
．
０

 
１

５
．

０
 

⑬
 入所施設

や
病

院
等
か

ら
退

所
・

退
院

し
た

人

で
あ

っ
て

、
地

域
か

ら
孤

立
し
て

い
る

人
 

２
４

 
 

１
 

８
５

．
７

 
９

０
．
５

 
 

４
．

８
 

⑭
 外国人

で
あ

っ
て

、
地

域
と

の
つ

な
が

り

が
持

て
ず

、
地

域
か

ら
孤

立
し

て
い
る

人
 

 
８

 
 

１
７

 
３

７
．
５

 
６

２
．
５

 
２

５
．

０
 

※
自
ら

（
の

機
関
等

）
の
み
で

支
援
し
た
ケ

ー
ス
は

、
「
自
ら

支
援
し

た
」
に
〇

を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

※
他
の

機
関

等
に
つ

な
い
で
自

ら
も
連
携
に

参
加
し

た
場
合
、「

他
機

関
等

へ
つ
な

い
だ

」
に
含

め
ま
す

。
 

※
複

数
の

対
応

し
た
ケ
ー

ス
が

あ
る
場

合
は
、
該

当
す

る
対
応

結
果
の
す

べ
て

に
〇

を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
５

 
前

の
ペ

ー
ジ

の
問

４
の
ほ

か
、
複

合
的

な
課

題
や

現
状
の

制
度

の
中

で
対

応
が

困
難
な

課
題

を
抱

え
て

い
る

ケ
ー

ス
が

あ
り

ま
し

た
ら
、

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 

  問
６

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
誰

も
し

く
は

ど
う

い
う

機
関
・
団
体

に
連

携
を

し
ま
し

た
か

。
ま
た

は
、
連

携
を

期
待

し
ま

す
か
。（

①
～
○2

1
す

べ
て

の
項

目
に

つ
い

て
回

答
し

て
く
だ

さ
い

。
）

  

機
関
・
団

体
の

名
称

 
連

携
し

た
 

こ
と
が

あ
る

 

今
後

連
携

を
 

期
待

す
る

 

例
：

連
携

し
た

こ
と

は
な

い
が
、

今
後

期
待

す
る

場
合

 
×

 
〇

 

①
 公的機関

（
区

役
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
、
児

童
相

談
所

な
ど

）
 
１

０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

②
 社会福祉

協
議

会
 

９
６
．

２
 

２
６

．
９

 

③
 いきいき

支
援

セ
ン

タ
ー

 
６

１
．

５
 

１
１

．
５

 

④
 障害者基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑤
 地域子育

て
支

援
拠

点
（

※
）

 
１

９
．

２
 

６
５

．
４

 

⑥
 子育て総

合
相

談
窓

口
（

子
育

て
世

代
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

）
 
１

１
．

５
 

６
９

．
２

 

⑦
 仕事・暮

ら
し

自
立

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
１

０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑧
 成年後見

あ
ん

し
ん

セ
ン

タ
ー

 
１

０
０

．
０

 
３
４

．
６

 

⑨
 高齢者虐

待
相

談
セ

ン
タ

ー
・

障
害

者
虐
待

相
談

セ
ン

タ
ー

 
９

２
．

３
 

３
４

．
６

 

⑩
 障害者・

認
知

症
高

齢
者

権
利

擁
護

セ
ン
タ

ー
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑪
 地域団体

（
地

域
福

祉
推

進
協

議
会

な
ど
）

 
８

８
．

５
 

３
８

．
５

 

⑫
 ボランテ

ィ
ア

 
９

６
．

２
 

３
０

．
８

 

⑬
 ＮＰＯ 

９
２
．

３
 

３
２

．
３

 

⑭
 家族・親

族
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑮
 隣近所の

人
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑯
 民生委員

・
児

童
委

員
（

主
任

児
童

委
員
）

 
１

０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑰
 居宅介護

支
援

事
業

所
・

相
談

支
援

事
業
所

等
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑱
 訪問介護

や
通

所
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
事
業

所
 

１
０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑲
 医療機関

（
病

院
な

ど
）

 
１

０
０

．
０

 
３
０

．
８

 

⑳
 知人・友

人
 

９
２
．

３
 

３
９

．
５

 

○2
1
そ

の
他

（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
 

４
２
．

３
 

１
５

．
４

 

 
(
※

)
つ

ど
い

の
広
場

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援
セ

ン
タ

ー
、

地
域

子
育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

、
児

童
館
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問
７

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
対

応
で

き
る

専
門

機
関

や
地

域
団

体
、
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど

必
要
な

機
関

等
の

十
分

な
情
報

を
持

っ
て

い
ま

す
か

。
（

〇
は
１１

つつ
だだ

けけ
）

 
１

 
十

分
持

っ
て

い
る
 

 
（

３
０

．
８

）
 

 
２
 

少
し

持
っ

て
い

る
 

 
 
（

６
１

．
５

）
 

３
 
持

っ
て

い
な

い
 
 

 
（

 
７

．
７

）
 

 問
８

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
援

助
を

求
め

ら
れ

、
対
応

で
き

な
か

っ
た
（

又
は

対
応

で
き

そ
う
も

な
い

）
場

合
、
そ

の
原

因
は

何
だ
と

思
い

ま
す

か
。

（
○

は
い い

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 

対
応

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体

の
情

報
が

な
い

こ
と

 
 

 
 
 

 
 
 

（
６

５
．

４
）

２
 

相
談

で
き

る
窓

口
が

分
か

ら
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
５

７
．

７
）

３
 

世
帯

全
体

へ
の

支
援

を
包

括
的

に
進

行
管

理
す

る
機

関
等

が
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

（
６

５
．

４
）

 
 

４
 

地
域

住
民

の
協

力
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
３

８
．

５
）

 
 

５
 

対
応

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体

が
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
８

０
．

８
）

 
 

６
 

対
応

す
る

た
め

の
時

間
が

と
れ

な
か

っ
た

こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
２

３
．

１
）

７
 

関
係

機
関

と
の

連
携

が
と

れ
な

か
っ

た
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
３

８
．

５
）

８
 

本
来

業
務

の
範

囲
を

超
え

る
も

の
で

あ
る

こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
６

５
．

４
）

９
 

対
応

で
き

な
か

っ
た

（
又

は
対

応
で

き
そ

う
も

な
い

）
こ

と
は

な
い

 
 

 
 

 
 

（
 

３
．

８
）

 問
９

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等

と
個

別
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
す

る
際

に
課

題
と

な
っ

て
い

る
こ

と
は

あ
り

ま

す
か
。
（

○
は

い い
くく
つつ

でで
もも

）
 

１
．

個
人

情
報

の
取

扱
い

が
難

し
い

た
め

、
必

要
な
情

報
を

共
有

で
き

な
い

 
 

 
 

 
（

４
２

．
３

）

２
．

役
割

分
担

が
で

き
て

い
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

５
０

．
０

）

３
．
継
続

的
に
ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
す
る

等
の

体
制

を
構

築
で

き
な
い
（

調
整

に
手

間
や
時

間
が

か
か

る
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
７

．
７

）

４
．

支
援

目
標

が
統

一
で

き
な

い
。

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
０

．
０

）

５
．
他

の
相

談
支

援
機
関

と
の

関
係

づ
く

り
が
で

き
て

い
な

い
た

め
開

催
を
呼

び
か

け
づ

ら
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６

．
９

）

６
．

個
別

ケ
ー

ス
会

議
を

開
催

し
た

こ
と

が
な

い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

７
．

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６

．
９

）

 問
１

０
 

他
分

野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

に
対

し
、
各
相

談
支

援
機

関
が

連
携

し
て

支
援
に

あ
た

る
た

め
に

必
要
な

こ
と

は
何

で
す

か
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

１
．

相
談

や
協

議
が

で
き

た
り

、
他

機
関

と
つ

な
が
る

こ
と

が
で

き
る

場
の

設
置

 
 

 
（

５
３

．
８

）

２
．

複
数

の
関

係
機

関
を

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
す

る
機
関

の
設

置
（

人
の

配
置

）
 

 
 

 
（

６
５

．
４

）

３
．
複

合
的

な
課
題

や
支

援
に
つ
な

が
っ

て
い

な
い

世
帯
等

に
対

し
積

極
的

な
訪

問
等
を

行
う

機
関

の
設

置
（

人
の
配

置
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 （７３．
１
）

４
．

他
制

度
や

各
相

談
支

援
機

関
の

役
割

等
を

把
握
す

る
た

め
の

研
修

の
実

施
 

 
 

 
（

１
９

．
２

）

５
．
関

係
機

関
と

の
間

で
、
支
援
を

標
準

化
す

る
た

め
の

マ
ニ
ュ

ア
ル
・
様

式
（

経
過

を
確

実
に

や
り
取

り
す

る
た
め

の
連

絡
票

等
）
の
作

成
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 （２３．
１
）

                   ６
．

必
要

な
情

報
を

共
有

す
る

た
め

の
個

人
情

報
に
関

す
る

取
り

決
め

 
 

 
 

 
 

 
（

１
９

．
２

）

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
（

１
１

．
５

）

 Ⅲ
．

他
分

野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

へ
の

対
応

 
 問
１

 
他

の
相

談
機

関
と

連
携
す

る
必

要
が

あ
る

と
き

に
、
連

絡
や

連
携

は
ス

ム
ー

ズ
に
行

わ
れ

て
い

る
と

 
感

じ
て

い
ま

す
か

。
（
○

は
１ １

つつ
だだ

けけ
）

 
１

．
感

じ
る

 
 

 
（
７

６
．

９
）

 
２

．
感

じ
な

い
 
 

（
１

５
．

４
）

 
 

問
２

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
に

相
談

者
を

つ
な

ぐ
際

に
課
題

と
感

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま
す

か
。
該

当
す

る
項

目
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い

。
（

○
は
３３

つつ
まま

でで
）

 
１

．
相

談
者

の
個

人
情
報

の
取

扱
い

が
難

し
い

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
７

．
７

）

２
．

ど
の

よ
う

に
相

談
支

援
機

関
を

探
し

た
ら

よ
い
か

分
か

ら
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
１

．
５

）

３
．
連

携
先

の
業
務

に
関

す
る

知
識

に
乏

し
い
た

め
、
何
を

ど
の

よ
う

に
支
援

し
て

も
ら

え
る

か
わ
か

ら

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
０

．
０
）

４
．

顔
の

見
え

る
関

係
性

を
構

築
し

て
お

ら
ず

、
相
談

し
づ

ら
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
９

．
２

）

５
．
相

談
者

の
ニ

ー
ズ

が
複
雑

化
・
多
様

化
し

て
お

り
、
他
制

度
・
施
策
の

ど
の

相
談
支

援
機

関
等

を
紹

介
す

れ
ば
良

い
か

分
か

ら
な
い

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
（
６

５
．

４
）

６
．

つ
な

ぐ
こ

と
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

７
．

特
に

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６

．
９

）

 問
３

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
か

ら
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る
際

に
課

題
と

感
じ

る
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
該
当

す
る
項

目
を

選
択

し
て
く

だ
さ

い
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

 
 

１
．

相
談

者
の

個
人

情
報

等
、

支
援

に
必

要
な

情
報

を
収

集
す

る
こ

と
が

難
し

い
 

 
 

（
４

６
．

２
）

 
 

２
．

他
の

相
談

支
援

機
関
等

か
ら

連
絡

な
し

で
紹

介
さ
れ

る
（

相
談

者
へ

の
情

報
提
供

の
み

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
４

６
．

２
）

 
 

３
．

他
の

相
談

支
援

機
関

等
で

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る

 
 

 
 

（
６

５
．

４
）

 
 

４
．

貴
機

関
に

対
す

る
誤

っ
た

役
割

・
機

能
等

の
情

報
が

相
談

者
に

伝
わ

っ
て

い
る

 
 

（
５

３
．

８
）

５
．

紹
介

さ
れ

た
際

の
相

談
者

に
関

す
る

情
報

と
相

談
者

本
人

の
話

が
異

な
る

 
 

 
 

（
１

９
．

２
）

６
．

紹
介

さ
れ

る
こ

と
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 

０
．

０
）

７
．

特
に

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
１

．
５

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
７

．
７

）
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地
域
の
福
祉

ニ
ー
ズ
調
査
票

（
障
害
者
基
幹

相
談
支
援

セ
ン
タ
ー
）
【
結

果
】
 

 Ⅰ
．

介
護

保
険

法
・

障
害
者

総
合

支
援

法
の

制
度

外
サ
ー

ビ
ス

 

問
１

 
高

齢
者

や
障

害
者

等
で
日

常
生

活
に

支
障

の
あ

る
人
や

そ
の

ご
家

族
か

ら
の

相
談
に

応
じ

て
、
介

護
保

険
や

障
害

者
総

合
支

援
法

等
既

存
の

公
的

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
で

は
対

応
で

き
な

く
て

困
っ

た
こ

と
は

あ

り
ま
す

か
。

 

１
．
あ

る
 

 
 

 
 
 

 
（

８
３

．
３

）
 

２
．
な

い
 

⇒
問
３

へ
 

 
（

 
０

．
０

）
 

 問
２

 
そ

れ
は

、
ど

の
よ

う
な

内
容

の
も

の
で
し

た
か
。
（

○
は

いい
くく

つつ
でで
もも

）
ま
た

、
ど

の
よ

う
に

対
応

さ

れ
ま

し
た

か
。

※
 
対

応
方

法
の

集
計

は
省
略

し
て

い
ま

す
。

 

 

記
載

例
 

１
．
し

つ
け

な
ど

子
育

て
の

仕
方
 

 
 

 
 

…
（

 
Ａ

 
）

 

 １
．
外

出
支

援
（

通
院
含

む
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
５

８
．

３
）

 

２
．
買

い
物

の
手

伝
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
３

３
．

３
）

 

３
．
ゴ

ミ
出

し
や

掃
除
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
５

０
．

０
）

 

４
．
入

院
時

・
入

院
中
の

お
手

伝
い

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
５

８
．

３
）

 

５
．
話

し
相

手
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
２

５
．

０
）

 

６
．
電

化
製

品
の

修
理
、

使
用

方
法

の
説

明
 
 

 
 

 
…

（
５

８
．

３
）

 

７
．
家

の
小

修
繕
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
２

５
．

０
）

 

８
．
ペ

ッ
ト

の
世

話
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
２

５
．

０
）

 

９
．
生

き
が

い
の

た
め
の

趣
味

活
動

 
 

 
 
 

 
 

 
…

（
３

３
．

３
）
 

1
0
．

集
い

の
場

（
サ

ロ
ン
）

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

２
５

．
０
）

 

1
1
．

隣
人
ト

ラ
ブ

ル
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

…
（

５
０
．

０
）

 

1
2
．

医
療

的
ケ

ア
が

必
要
な

人
の

就
学

・
就
労

 
 

 
 

…
（

２
５

．
０
）

 

1
3
．

医
療

同
意

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

…
（

２
５

．
０
）

 

1
4
．

保
証

人
探

し
（

入
院
手

続
き

、
賃

貸
契
約

等
）

 
 

…
（

６
６

．
７
）

 

1
5
．

経
済

的
支

援
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

４
１

．
７
）

 

1
6
．

就
労

支
援

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

…
（

２
５

．
０
）

 
 

1
7
．

社
会

的
孤

立
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

４
１

．
７
）

 

1
8
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
）

 
 

…
（

 
８

．
３
）

 

 【
対

応
内

容
の

選
択

肢
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ
．
（
回

答
者
が

）
自

分
で

対
応

し
た

 
 
 

 
 

 
 
Ｂ

．
家

族
・

親
族

等
と

対
応
し

た
 

Ｃ
．

地
域

（
民

生
委

員
等
）

と
協

力
し

て
対

応
し

た
 
Ｄ

．
行

政
機

関
に

依
頼

し
た
 

Ｅ
.
 
社
会

福
祉

協
議

会
に
依

頼
し

た
 
 
 
 

 
 

 
 
Ｆ

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

に
依

頼
し

た
 

Ｇ
．

他
の

相
談

機
関

と
協
力

し
て

対
応

し
た

 
 

 
 
Ｈ

．
他

の
相

談
機

関
に

引
き
継

い
だ

 
Ｉ
．

特
に

対
応

し
な

か
っ
た

・
対

応
で

き
な

か
っ

た
 
 

 
 

 

Ｊ
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）

 

※
各

選
択

肢
横

に
あ
る

（
 

 
）

内
の

数
字
は

回
答

割
合

で
す

。
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ
．

地
域

の
困

り
事

に
つ
い

て
、

お
尋

ね
し

ま
す

 

  問
１

 
地

域
と

の
関

係
づ

く
り
の

た
め

に
、

日
頃

の
業

務
の
中

で
実

施
し

て
い

る
こ

と
は
何

で
す

か
。

 

（
○
は

３ ３
つつ

まま
でで

）
 

１
．

地
域

福
祉

活
動

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

４
１

．
７

）

２
．

地
域

の
行

事
等

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
０

．
０

）

３
．

地
域

住
民

と
の

協
議

の
場

へ
の

参
加

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
６

．
７

）

４
．
地

域
住

民
等

と
の
協

働
に

よ
る

取
組

の
実

施
（
サ

ロ
ン

等
に

お
け

る
専
門

相
談

の
実

施
等

）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
（
２
５

．
０
）

５
．
本

人
へ

の
支

援
を
行

う
際

に
、

地
域

住
民

等
に
対

し
ケ

ー
ス

会
議

へ
の
参

加
を

依
頼

す
る

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
０

．
０

）

６
．

区
社

会
福

祉
協

議
会

と
の

連
携

・
協

力
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
８

．
３

）

７
．

民
生

委
員

・
児

童
委

員
、

主
任

児
童

委
員

等
と
の

連
携

・
協

力
 

 
 

 
 

 
 

 
（

４
１

．
７

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３

）

 

問
２

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し
て

問
題

解
決

す
る

力
は

、
こ

こ
数

年
で

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
る
と

思
い

ま
す

か
。
（

〇
は

１１
つつ

だだ
けけ

）
 

１
 

高
ま

っ
て

い
る

 
 

 
 
（

 
０

．
０

）
 

２
 

や
や

高
ま

っ
て

い
る
 

 
（

４
１

．
７

）
 

３
 

変
わ

ら
な

い
 

 
 
 

 
（

３
３

．
３

）
 

４
 

や
や

低
下

し
て

い
る
 

 
（

 
０

．
０

）
 

５
 

低
下

し
て

い
る

 
 

 
 
（

 
０

．
０

）
 

６
 

わ
か

ら
な

い
 

 
 
 

 
（

１
６

．
７

）
 

 問
３

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し

て
問

題
解

決
す
る

力
を

高
め

る
た

め
に
は

、
何
が

必
要

だ
と

思
い

ま
す

か
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

１
 

地
域

福
祉

ニ
ー

ズ
に
対

応
す

る
団

体
の

情
報

の
地
域

へ
の

発
信

 
 

 
 

 
（
１

６
．

７
）

 

 
 

２
 

活
動

者
へ

の
研

修
等
の

開
催

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
 

０
．

０
）

 

 
 

３
 

専
門

機
関

（
専

門
職
員

）
の

ア
ド

バ
イ

ス
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１

６
．

７
）

 

４
 

地
域

団
体

や
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
顔

の
見
え

る
関

係
づ

く
り

 
 

 
（
８

３
．

３
）

 

５
 

身
近

に
相

談
で

き
る
人

や
場

所
の

存
在

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
３

３
．

３
）

 

６
 

元
気

な
高

齢
者

が
担
い

手
と

な
る

た
め

の
取

り
組
み

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
２

５
．

０
）

 

７
 

学
生

な
ど

の
若

者
が
担

い
手

と
し

て
参

加
す

る
た
め

の
取

り
組

み
 

 
 

 
（
１

６
．

７
）

 

８
 

社
会

福
祉

法
人

、
商
店

や
企

業
等

の
地

域
貢

献
に
よ

る
支

援
 

 
 

 
 

 
（
 

８
．

３
）

 

９
 

住
民

が
話

し
合

う
場
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
１

６
．

７
）

 

1
0
 

地
域
住

民
の

福
祉

意
識
を

高
め

る
た

め
の

啓
発
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
（

２
５

．
０

）
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問
４

 
以

下
の

事
項

の
課

題
を
抱

え
る

人
や

世
帯

を
把

握
し
、
支

援
し

た
又

は
他

の
機

関
等
へ

の
つ

な
ぎ

を
行

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（
問

①
～

⑭
す
べ

て
の

項
目

に
つ

い
て

回
答
し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

事
項

 

把
握

状
況

（
件

）
 

（
あ

る
場

合
）

対
応

状
況

（
％

）
 

あ
る

 
な

い
 

自
ら

 

支
援

し
た

 

他
機

関
等

へ
 

つ
な

い
だ

 

支
援

で
き

 

な
か

っ
た

 

 

 
 

 

 

 

①
 介護と

子
育

て
を

同
時

に
し

て
お

り
、

介

護
・

育
児

負
担

を
感

じ
て

い
る

人
や

世
帯

（
い

わ
ゆ

る
ダ

ブ
ル

ケ
ア

）
 

 
８

 
 

３
 

１
６

．
７

 
５

８
．
３

 
 

０
．

０
 

②
 高齢者

と
障

害
者

の
同

居
世

帯
で

複
数

の

課
題

を
抱

え
て

い
る

人
や

世
帯

 
１

１
 

 
１

 
４

１
．
７

 
７

５
．
０

 
 

０
．

０
 

③
 高齢の親

が
障

害
の
あ

る
子

ど
も

の
介

護
を

し

て
お

り
、

支
援

が
必

要
と

思
わ
れ

る
人

 
１

２
 

 
０

 
６

６
．
７

 
５

８
．
３

 
 

０
．

０
 

④
 ①～③

以
外

で
、

複
数

の
課

題
を

抱
え

て

い
る

人
や

世
帯

 
１

１
 

 
１

 
４

１
．
７

 
７

５
．
０

 
 

０
．

０
 

⑤
 支援拒

否
や

自
ら

相
談

や
利

用
申

請
等

が

で
き

な
い

人
や

世
帯

 
１

１
 

 
１

 
３

３
．
３

 
５

０
．
０

 
３

３
．

３
 

⑥
 生活に

困
窮

し
て

お
り

、
支

援
が

必
要

と

思
わ

れ
る

人
や

世
帯

 
１

１
 

 
１

 
 

８
．
３

 
８

３
．
３

 
 

８
．

３
 

⑦
 住まい

の
確

保
な

ど
居

住
に

課
題

を
抱

え

た
人

や
世

帯
 

１
２

 
 

０
 

６
６

．
７

 
５

０
．
０

 
 

０
．

０
 

⑧
 精神疾

患
を

抱
え

て
い

る
人

又
は

抱
え

て

い
る

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

こ
に

も
相

談
し

て
い

な
い

人
 

１
２

 
 

０
 

５
０

．
０

 
５

８
．
３

 
 

８
．

３
 

⑨
 支援が

必
要

な
障

害
が

あ
る

又
は

あ
る

と

思
わ

れ
る

が
、

障
害

者
手

帳
を

取
得

し
て

い
な

い
人

 

１
２

 
 
 
０

 
５

８
．
３

 
５

８
．
３

 
 

０
．

０
 

⑩
 判断能

力
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と

に
よ

り

成
年

後
見

な
ど

の
権

利
擁

護
を

必
要

と
し

て
い

る
人

や
世

帯
（

消
費

者
被

害
な
ど

）
 

１
２

 
 
 
０

 
３

３
．
３

 
９

１
．
７

 
 

０
．

０
 

⑪
 虐待の問

題
を

抱
え

て
い

る
人

や
世
帯

 
１

２
 

 
０

 
５

０
．
０

 
６

６
．
７

 
 

８
．

３
 

⑫
 刑務所

か
ら

出
所

し
た

人
な

ど
で

あ
っ

て

福
祉

的
な

支
援

を
必

要
と

し
て

い
る
人

 
１

１
 

 
 
１

 
６

６
．
７

 
３

３
．
３

 
 

８
．

３
 

⑬
 入所施設

や
病

院
等
か

ら
退

所
・

退
院

し
た

人

で
あ

っ
て

、
地

域
か

ら
孤

立
し
て

い
る

人
 

 
９

 
 

３
 

５
０

．
０

 
４

１
．
７

 
 

０
．

０
 

⑭
 外国人

で
あ

っ
て

、
地

域
と

の
つ

な
が

り

が
持

て
ず

、
地

域
か

ら
孤

立
し

て
い
る

人
 

 
７

 
 

５
 

３
３

．
３

 
３

３
．
３

 
 

８
．

３
 

※
自
ら

（
の

機
関
等

）
の
み
で

支
援
し
た
ケ

ー
ス
は

、
「
自
ら

支
援
し

た
」
に
〇

を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

※
他
の

機
関

等
に
つ

な
い
で
自

ら
も
連
携
に

参
加
し

た
場
合
、「

他
機

関
等

へ
つ
な

い
だ

」
に
含

め
ま
す

。
 

※
複

数
の

対
応

し
た
ケ
ー

ス
が

あ
る
場

合
は
、
該

当
す

る
対
応

結
果
の
す

べ
て

に
〇

を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
５

 
前

の
ペ

ー
ジ

の
問

４
の
ほ

か
、
複

合
的

な
課

題
や

現
状
の

制
度

の
中

で
対

応
が

困
難
な

課
題

を
抱

え
て

い
る

ケ
ー

ス
が

あ
り

ま
し

た
ら
、

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 

  問
６

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
誰

も
し

く
は

ど
う

い
う

機
関
・
団
体

に
連

携
を

し
ま
し

た
か

。
ま
た

は
、
連

携
を

期
待

し
ま

す
か
。（

①
～
○2

1
す

べ
て

の
項

目
に

つ
い

て
回

答
し

て
く
だ

さ
い

。
）

  

機
関
・
団

体
の

名
称

 
連

携
し

た
 

こ
と
が

あ
る

 

今
後

連
携

を
 

期
待

す
る

 

例
：

連
携

し
た

こ
と

は
な

い
が
、

今
後

期
待

す
る

場
合

 
×

 
〇

 

①
 公的機関

（
区

役
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
、
児

童
相

談
所

な
ど

）
 
８

３
．

３
 

５
０

．
０

 

②
 社会福祉

協
議

会
 

８
３
．

３
 

５
８

．
３

 

③
 いきいき

支
援

セ
ン

タ
ー

 
８

３
．

３
 

５
８

．
３

 

④
 障害者基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
 

６
６
．

７
 

４
１

．
７

 

⑤
 地域子育

て
支

援
拠

点
（

※
）

 
２

５
．

０
 

６
６

．
７

 

⑥
 子育て総

合
相

談
窓

口
（

子
育

て
世

代
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

）
 
２

５
．

０
 

７
５

．
０

 

⑦
 仕事・暮

ら
し

自
立

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
８

３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑧
 成年後見

あ
ん

し
ん

セ
ン

タ
ー

 
８

３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑨
 高齢者虐

待
相

談
セ

ン
タ

ー
・

障
害

者
虐
待

相
談

セ
ン

タ
ー

 
８

３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑩
 障害者・

認
知

症
高

齢
者

権
利

擁
護

セ
ン
タ

ー
 

７
５
．

０
 

５
０

．
０

 

⑪
 地域団体

（
地

域
福

祉
推

進
協

議
会

な
ど
）

 
５

０
．

０
 

６
６

．
７

 

⑫
 ボランテ

ィ
ア

 
７

５
．

０
 

７
５

．
０

 

⑬
 ＮＰＯ 

７
５
．

０
 

５
８

．
３

 

⑭
 家族・親

族
 

８
３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑮
 隣近所の

人
 

８
３
．

３
 

５
８

．
３

 

⑯
 民生委員

・
児

童
委

員
（

主
任

児
童

委
員
）

 
８

３
．

３
 

５
８

．
３

 

⑰
 居宅介護

支
援

事
業

所
・

相
談

支
援

事
業
所

等
 

８
３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑱
 訪問介護

や
通

所
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
事
業

所
 

８
３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑲
 医療機関

（
病

院
な

ど
）

 
８

３
．

３
 

５
０

．
０

 

⑳
 知人・友

人
 

８
３
．

３
 

５
０

．
０

 

○2
1
そ

の
他

（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
 

２
５
．

０
 

４
１

．
７

 

 
(
※

)
つ

ど
い

の
広
場

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援
セ

ン
タ

ー
、

地
域

子
育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

、
児

童
館
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問
７

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
対

応
で

き
る

専
門

機
関

や
地

域
団

体
、
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど

必
要
な

機
関

等
の

十
分

な
情
報

を
持

っ
て

い
ま

す
か

。
（

〇
は
１１

つつ
だだ

けけ
）

 
１

 
十

分
持

っ
て

い
る
 

 
（

 
８

．
３

）
 

 
２
 

少
し

持
っ

て
い

る
 

 
 
（

９
１

．
７

）
 

３
 
持

っ
て

い
な

い
 
 

 
（

 
０

．
０

）
 

 問
８

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
援

助
を

求
め

ら
れ

、
対
応

で
き

な
か

っ
た
（

又
は

対
応

で
き

そ
う
も

な
い

）
場

合
、
そ

の
原

因
は

何
だ
と

思
い

ま
す

か
。

（
○

は
い い

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 

対
応

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体

の
情

報
が

な
い

こ
と

 
 

 
 
 

 
 
 

（
４

１
．

７
）

２
 

相
談

で
き

る
窓

口
が

分
か

ら
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

（
 

８
．

３
）

３
 

世
帯

全
体

へ
の

支
援

を
包

括
的

に
進

行
管

理
す

る
機

関
等

が
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

（
２

５
．

０
）

 
 

４
 

地
域

住
民

の
協

力
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 

８
．

３
）

 
 

５
 

対
応

で
き

る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体

が
な

い
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
４

１
．

７
）

 
 

６
 

対
応

す
る

た
め

の
時

間
が

と
れ

な
か

っ
た

こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 

０
．

０
）

７
 

関
係

機
関

と
の

連
携

が
と

れ
な

か
っ

た
こ

と
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

６
．

７
）

８
 

本
来

業
務

の
範

囲
を

超
え

る
も

の
で

あ
る

こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
３

３
．

３
）

９
 

対
応

で
き

な
か

っ
た

（
又

は
対

応
で

き
そ

う
も

な
い

）
こ

と
は

な
い

 
 

 
 

 
 

（
１

６
．

７
）

 問
９

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等

と
個

別
ケ

ー
ス

会
議

を
実

施
す

る
際

に
課

題
と

な
っ

て
い

る
こ

と
は

あ
り

ま

す
か
。
（

○
は

いい
くく
つつ

でで
もも

）
 

１
．

個
人

情
報

の
取

扱
い

が
難

し
い

た
め

、
必

要
な
情

報
を

共
有

で
き

な
い

 
 

 
 

 
（

２
５

．
０

）

２
．

役
割

分
担

が
で

き
て

い
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

１
６

．
７

）

３
．
継
続

的
に
ケ

ー
ス

会
議

を
開

催
す
る

等
の

体
制

を
構

築
で

き
な
い
（

調
整

に
手

間
や
時

間
が

か
か

る
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
８

．
３

）

４
．

支
援

目
標

が
統

一
で

き
な

い
。

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

３
３

．
３

）

５
．
他

の
相

談
支

援
機
関

と
の

関
係

づ
く

り
が
で

き
て

い
な

い
た

め
開

催
を
呼

び
か

け
づ

ら
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

６
．

個
別

ケ
ー

ス
会

議
を

開
催

し
た

こ
と

が
な

い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

７
．

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
５

．
０

）

 問
１

０
 

他
分

野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

に
対

し
、
各
相

談
支

援
機

関
が

連
携

し
て

支
援
に

あ
た

る
た

め
に

必
要
な

こ
と

は
何

で
す

か
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

１
．

相
談

や
協

議
が

で
き

た
り

、
他

機
関

と
つ

な
が
る

こ
と

が
で

き
る

場
の

設
置

 
 

 
（

４
１

．
７

）

２
．

複
数

の
関

係
機

関
を

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
す

る
機
関

の
設

置
（

人
の

配
置

）
 

 
 

 
（

３
３

．
３

）

３
．
複

合
的

な
課
題

や
支

援
に
つ
な

が
っ

て
い

な
い

世
帯
等

に
対

し
積

極
的

な
訪

問
等
を

行
う

機
関

の
設

置
（

人
の
配

置
）

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 （４１．
７
）

４
．

他
制

度
や

各
相

談
支

援
機

関
の

役
割

等
を

把
握
す

る
た

め
の

研
修

の
実

施
 

 
 

 
（

１
６

．
７

）

５
．
関

係
機

関
と

の
間

で
、
支
援
を

標
準

化
す

る
た

め
の

マ
ニ
ュ

ア
ル
・
様

式
（

経
過

を
確

実
に

や
り
取

り
す

る
た
め

の
連

絡
票

等
）
の
作

成
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 （１６．
７
）

                   ６．必要な
情

報
を

共
有

す
る

た
め

の
個

人
情

報
に
関

す
る

取
り

決
め

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３

）

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 

 
（

２
５

．
０

）

 Ⅲ
．

他
分

野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

へ
の

対
応

 
 問
１

 
他

の
相

談
機

関
と

連
携
す

る
必

要
が

あ
る

と
き

に
、
連

絡
や

連
携

は
ス

ム
ー

ズ
に
行

わ
れ

て
い

る
と

 
感

じ
て

い
ま

す
か

。
（
○

は
１１

つつ
だだ

けけ
）

 
１

．
感

じ
る

 
 

 
（
４

１
．

７
）

 
２

．
感

じ
な

い
 
 

（
４

１
．

７
）

 
 

問
２

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
に

相
談

者
を

つ
な

ぐ
際

に
課
題

と
感

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま
す

か
。
該

当
す

る
項

目
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い

。
（

○
は
３３

つつ
まま

でで
）

 
１

．
相

談
者

の
個

人
情
報

の
取

扱
い

が
難

し
い

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
５

．
０

）

２
．

ど
の

よ
う

に
相

談
支

援
機

関
を

探
し

た
ら

よ
い
か

分
か

ら
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

３
．
連

携
先

の
業
務

に
関

す
る

知
識

に
乏

し
い
た

め
、
何
を

ど
の

よ
う

に
支
援

し
て

も
ら

え
る

か
わ
か

ら

な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３
）

４
．

顔
の

見
え

る
関

係
性

を
構

築
し

て
お

ら
ず

、
相
談

し
づ

ら
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

３
３

．
３

）

５
．
相

談
者

の
ニ

ー
ズ

が
複
雑

化
・
多
様

化
し

て
お

り
、
他
制

度
・
施
策
の

ど
の

相
談
支

援
機

関
等

を
紹

介
す

れ
ば
良

い
か

分
か

ら
な
い

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
（
５

０
．

０
）

６
．

つ
な

ぐ
こ

と
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
０

．
０

）

７
．

特
に

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
５

．
０

）

 問
３

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
か

ら
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る
際

に
課

題
と

感
じ

る
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
該
当

す
る
項

目
を

選
択

し
て
く

だ
さ

い
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

 
 

１
．

相
談

者
の

個
人

情
報

等
、

支
援

に
必

要
な

情
報

を
収

集
す

る
こ

と
が

難
し

い
 

 
 

（
３

３
．

３
）

 
 

２
．

他
の

相
談

支
援

機
関
等

か
ら

連
絡

な
し

で
紹

介
さ
れ

る
（

相
談

者
へ

の
情

報
提
供

の
み

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
４

１
．

７
）

 
 

３
．

他
の

相
談

支
援

機
関

等
で

対
応

す
る

必
要

が
あ

る
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る

 
 

 
 

（
２

５
．

０
）

 
 

４
．

貴
機

関
に

対
す

る
誤

っ
た

役
割

・
機

能
等

の
情

報
が

相
談

者
に

伝
わ

っ
て

い
る

 
 

（
３

３
．

３
）

５
．

紹
介

さ
れ

た
際

の
相

談
者

に
関

す
る

情
報

と
相

談
者

本
人

の
話

が
異

な
る

 
 

 
 

（
５

０
．

０
）

６
．

紹
介

さ
れ

る
こ

と
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
 

０
．

０
）

７
．

特
に

課
題

は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３

）

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

 
８

．
３

）
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地
域
の

福
祉

ニ
ー

ズ
調
査

票
（

地
域
子

育
て
支
援

拠
点
・

子
育
て

総
合

相
談

窓
口
・
エ

リ
ア
支

援
保

育
所
）
【

結
果
】

 

 Ⅰ
．

子
育

て
世

帯
の

支
援

 

問
１

 
子

育
て

世
帯

か
ら

の
相

談
に

応
じ

て
い

て
既

存
の

公
的

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
で

は
対

応
で

き
な

く
て

困

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
 

１
．

あ
る

 
 

 
 

 
 

 
（

４
３
．

０
）
 

２
．

な
い

 
⇒

問
３

へ
 
 

（
５
６
．

１
）
 

 問
２

 
そ

れ
は

、
ど

の
よ

う
な

内
容

の
も

の
で
し

た
か
。
（

○
は

い い
くく

つつ
でで
もも

）
ま
た

、
ど

の
よ

う
に

対
応

さ

れ
ま

し
た

か
。

※
 
対

応
方

法
の

集
計
は

省
略

し
て

い
ま

す
。

  

 

記
載

例
 

１
 
し

つ
け

な
ど

子
育

て
の

仕
方
 

 
 

 
 

…
（

 
Ａ

 
）

 

１
 

し
つ

け
な

ど
子

育
て
の

仕
方

 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
７
．

４
）
 

２
 

親
同

士
の

交
流

・
仲
間

づ
く

り
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
５
．

２
）
 

３
 

乳
幼

児
と

の
関

わ
り
方

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
３
．

０
）
 

４
 

急
用

の
際

の
一

時
預
か

り
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

５
２
．

２
）
 

 
 

５
 

リ
フ

レ
ッ

シ
ュ

の
際
の

一
時

預
か

り
 

 
 

 
 
 

…
（

３
４
．

８
）
 

６
 

共
働

き
に

よ
る

子
ど
も

の
世

話
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

２
３
．

９
）
 

 
 

７
 

ひ
と

り
親

家
庭

に
お
け

る
子

ど
も

と
の

接
し

方
 
 

…
（

 
８
．

７
）
 

８
 

子
ど

も
の

発
達

へ
の
不

安
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

４
１
．

３
）
 

９
 

発
達

に
遅

れ
の

あ
る
子

ど
も

へ
の

対
応

 
 

 
 
 

…
（

４
７
．

８
）
 

 
 

1
0
 

経
済

的
支

援
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

２
３
．

９
）
 

1
1
 

ま
わ

り
か

ら
子

育
て
へ

の
援

助
が

な
い

こ
と

 
 
 

…
（

４
１
．

３
）
 

1
2
 

そ
の

他
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）
 

…
（

３
０
．

４
）

 

【
対

応
内

容
の

選
択

肢
】
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ
．
（
回

答
者
が

）
自

分
で

対
応

し
た

 
 
 

 
 

 
 
Ｂ

．
家

族
・

親
族

等
と

対
応
し

た
 

Ｃ
．

地
域

（
民

生
委

員
等
）

と
協

力
し

て
対

応
し

た
 
Ｄ

．
行

政
機

関
に

依
頼

し
た
 

Ｅ
.
 
社
会

福
祉

協
議

会
に
依

頼
し

た
 
 
 
 

 
 

 
 
Ｆ

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

に
依

頼
し

た
 

Ｇ
．

他
の

相
談

機
関

と
協
力

し
て

対
応

し
た

 
 

 
 
Ｈ

．
他

の
相

談
機

関
に

引
き
継

い
だ

 
Ｉ
．

特
に

対
応

し
な

か
っ
た

・
対

応
で

き
な

か
っ

た
 
 

 
 

 

Ｊ
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 問
３

 
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
や

地
域
の

人
が

子
育

て
世

帯
を

援
助
す

る
場

合
、
ど

ん
な

活
動

が
必
要

だ
と

思
い

ま
す

か
。
（
○

は
いい

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 

集
い

の
場

（
サ

ロ
ン
）
（
７

２
．

０
）
 
 

 
 
 
２
 

相
談
・

話
し

相
手

（
７

８
．

５
）
 

３
 

子
ど

も
の

外
出

時
の
付

き
添

い
（

１
７
．

８
）
 

４
 

一
時
的

な
子

ど
も

の
預

か
り

（
６

５
．
４
）

 

５
 

子
ど

も
同

士
が

交
流
で

き
る

環
境

づ
く

り
（

４
８

．
６
）

 

６
 

登
下

校
時

の
見

守
り

（
４

８
．
６
）
 
 

 
 
 

７
 

非
行
防

止
パ

ト
ロ

ー
ル

（
２

４
．
３
）

 

８
 

伝
承

遊
び

な
ど

高
齢
者

と
の

交
流

（
３

３
．

６
）

 

９
 

子
ど

も
の

遊
び

相
手
・

ス
ポ

ー
ツ

指
導

（
２

７
．
１

）
1
0
 
家

事
援

助
（
４

０
．
２

）
 

1
1
 
家

庭
訪

問
活
動

（
２
９

．
０
）
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1
2
 
そ

の
他

 
（
 

８
．
４

）
 

※
各
選
択

肢
横

に
あ

る
（

 
 

）
内
の

数
字

は
回

答
割

合
で

す
。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ
．

地
域

の
困

り
事

に
つ
い

て
、

お
尋

ね
し

ま
す

 

 問
１

 
地

域
と

の
関

係
づ

く
り
の

た
め

に
、

日
頃

の
業

務
の
中

で
実

施
し

て
い

る
こ

と
は
何

で
す

か
。

 

（
○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

１
 
地

域
福

祉
活
動

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
２

３
．

４
）

 

２
 
地

域
の

行
事
等

へ
の

参
加

・
協

力
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
４

６
．

７
）

 

３
 
地

域
住

民
と
の

協
議

の
場

へ
の

参
加

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

４
．

０
）

 

４
 
地

域
住

民
等
と

の
協

働
に

よ
る

取
組

の
実
施

（
サ

ロ
ン

等
に

お
け

る
専
門

相
談

の
実

施
等

）
 

（
４

４
．
９
）

 

５
 
本

人
へ

の
支
援

を
行

う
際

に
、

地
域

住
民
等

に
対

し
ケ

ー
ス

会
議

へ
の
参

加
を

依
頼

す
る

 

（
 

４
．
７
）

 

６
 
区

社
会

福
祉
協

議
会

と
の

連
携

・
協

力
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
４

０
．

２
）

 

７
 
民

生
委

員
・
児

童
委

員
、

主
任

児
童

委
員
等

と
の

連
携

・
協

力
 

 
 
 

 
 

 
 

（
７

２
．

０
）

 

８
 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
 

４
．

７
）

 

 

問
２

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し
て

問
題

解
決

す
る

力
は

、
こ

こ
数

年
で

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
る
と

思
い

ま
す

か
。
（

〇
は

１１
つつ

だだ
けけ

）
 

１
 

高
ま

っ
て

い
る

 
 

 
 
 

（
 
５
．

６
）

 

２
 

や
や

高
ま

っ
て

い
る
 

 
 

（
１
９
．

９
）

 

３
 

変
わ

ら
な

い
 

 
 
 

 
 

（
２
７
．

１
）

 

４
 

や
や

低
下

し
て

い
る
 

 
 

（
２
１
．

５
）

 

５
 

低
下

し
て

い
る

 
 

 
 
 

（
 
４
．

７
）

 

６
 

わ
か

ら
な

い
 

 
 
 

 
 

（
２
０
．

６
）

 

 問
３

 
地

域
の

困
り

事
を

地
域
住

民
の

課
題

と
し

て
、
住
民

同
士

が
協

力
し

て
問

題
解

決
す
る

力
を

高
め

る
た

め
に
は

、
何
が

必
要

だ
と

思
い

ま
す

か
。
（

○
は

３ ３
つつ

まま
でで

）
 

１
 

地
域

福
祉

ニ
ー

ズ
に
対

応
す

る
団

体
の

情
報

の
地
域

へ
の

発
信

 
 

 
 

 
（

３
３
．

６
）

 

 
 

２
 

活
動

者
へ

の
研

修
等
の

開
催

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
７
．

８
）

 

 
 

３
 

専
門

機
関

（
専

門
職
員

）
の

ア
ド

バ
イ

ス
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

２
６
．

２
）

 

４
 

地
域

団
体

や
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ

と
顔

の
見
え

る
関

係
づ

く
り

 
 

 
（

６
１
．

７
）

 

５
 

身
近

に
相

談
で

き
る
人

や
場

所
の

存
在

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

５
５
．

１
）

 

６
 

元
気

な
高

齢
者

が
担
い

手
と

な
る

た
め

の
取

り
組
み

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
２
．

１
）

 

７
 

学
生

な
ど

の
若

者
が
担

い
手

と
し

て
参

加
す

る
た
め

の
取

り
組

み
 

 
 

 
（

１
４
．

０
）

 

８
 

社
会

福
祉

法
人

、
商
店

や
企

業
等

の
地

域
貢

献
に
よ

る
支

援
 

 
 

 
 

 
（

１
５
．

０
）
 

９
 

住
民

が
話

し
合

う
場
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（

１
９
．

６
）

 

1
0
 

地
域
住

民
の

福
祉

意
識
を

高
め

る
た

め
の

啓
発
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

８
．
７
）
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問
４

 
以

下
の

事
項

の
課

題
を
抱

え
る

人
や

世
帯

を
把

握
し
、
支

援
し

た
又

は
他

の
機

関
等
へ

の
つ

な
ぎ

を
行

っ
た

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。
（
問

①
～

⑭
す
べ

て
の

項
目

に
つ

い
て

回
答
し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

事
項

 

把
握

状
況

（
件

）
 

（
あ

る
場

合
）
対

応
状
況

（
％

）
 

あ
る

 
な

い
 

自
ら

 

支
援
し

た
 

他
機

関
等

へ
 

つ
な

い
だ

 

支
援
で

き
 

な
か
っ

た
 

 

 
 

 
 

 

①
 介護と子

育
て
を

同
時
に

し
て

お
り

、
介

護
・
育

児
負

担
を

感
じ

て
い

る
人

や
世

帯
（

い
わ

ゆ
る

ダ
ブ

ル
ケ

ア
）

 

２
０

 
８

６
 

６
０
．

０
 

６
５

．
０
 

０
．

０
 

②
 高齢者

と
障

害
者

の
同

居
世

帯
で

複
数

の
課

題

を
抱

え
て

い
る
人

や
世
帯

 
９

 
９

６
 

５
５
．

６
 

６
６

．
７
 

１
１
．

１
 

③
 高齢の

親
が

障
害

の
あ

る
子

ど
も

の
介

護
を

し

て
お

り
、

支
援
が

必
要
と

思
わ

れ
る

人
 

５
 

９
９
 

６
０
．

０
 

１
０

０
．

０
 

０
．

０
 

④
 ①～③

以
外

で
、

複
数

の
課

題
を

抱
え

て
い

る

人
や

世
帯

 
３

２
 

７
１
 

６
５
．

６
 

８
４

．
４
 

６
．

３
 

⑤
 支援拒

否
や

自
ら

相
談

や
利

用
申

請
等

が
で

き

な
い

人
や

世
帯

 
２

８
 

７
６
 

６
０
．

７
 

７
５

．
０
 

１
４
．

３
 

⑥
 生活に

困
窮

し
て

お
り

、
支

援
が

必
要

と
思

わ

れ
る

人
や

世
帯

 
３

６
 

６
８
 

３
６
．

１
 

８
８

．
９
 

１
１
．

１
 

⑦
 住まい

の
確

保
な

ど
居

住
に

課
題

を
抱

え
た

人

や
世

帯
 

２
０

 
８

５
 

３
５
．

０
 

８
５

．
０
 

１
５
．

０
 

⑧
 精神疾

患
を

抱
え

て
い

る
人

又
は

抱
え

て
い

る

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

こ
に

も
相

談
し

て
い

な
い

人
 

３
８

 
６

７
 

５
５
．

３
 

７
１

．
１
 

１
３
．

２
 

⑨
 支援が

必
要

な
障

害
が

あ
る

又
は

あ
る

と
思

わ

れ
る

が
、

障
害
者

手
帳
を

取
得

し
て

い
な

い
人

 
２

４
 

８
１
 

５
８
．

３
 

７
０

．
８
 

４
．

２
 

⑩
 判断能

力
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
成

年

後
見

な
ど

の
権

利
擁

護
を

必
要

と
し

て
い

る
人

や
世

帯
（

消
費
者

被
害
な

ど
）

 

７
 

９
８
 

４
２
．

９
 

８
５

．
７
 

０
．

０
 

⑪
 虐待の問

題
を
抱

え
て
い

る
人

や
世

帯
 

４
７

 
５

８
 

５
３
．

２
 

８
９

．
４
 

４
．

３
 

⑫
 刑務所

か
ら

出
所

し
た

人
な

ど
で

あ
っ

て
、

福

祉
的

な
支

援
を
必

要
と
し

て
い

る
人

 
４

 
１

０
１
 

７
５
．

０
 

１
０

０
．

０
 

０
．

０
 

⑬
 入所施

設
や

病
院

等
か

ら
退

所
・

退
院

し
た

人

で
あ

っ
て

、
地
域

か
ら
孤

立
し

て
い

る
人

 
８

 
９

６
 

８
７
．

５
 

１
０

０
．

０
 

０
．

０
 

⑭
 外国人

で
あ

っ
て

、
地

域
と

の
つ

な
が

り
が

持

て
ず

、
地

域
か
ら

孤
立
し

て
い

る
人

 
３

８
 

６
７
 

６
８
．

４
 

６
５

．
８
 

５
．

３
 

※
自

ら
（
の

機
関
等
）

の
み
で

支
援

し
た

ケ
ー
ス

は
、
「
自

ら
支

援
し

た
」
に

〇
を
つ
け

て
く
だ
さ
い

。
 

※
他

の
機
関

等
に
つ
な

い
で
自

ら
も

連
携

に
参
加

し
た
場
合

、「
他

機
関
等

へ
つ
な
い
だ
」
に
含

め
ま
す
。
 

※
複

数
の
対
応

し
た

ケ
ー
ス
が

あ
る
場

合
は

、
該

当
す
る
対

応
結
果

の
す

べ
て
に
〇

を
つ

け
て
く

だ
さ
い
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
５

 
前

の
ペ

ー
ジ

の
問

４
の
ほ

か
、
複

合
的

な
課

題
や

現
状
の

制
度

の
中

で
対

応
が

困
難
な

課
題

を
抱

え
て

い
る

ケ
ー

ス
が

あ
り

ま
し

た
ら
、

ご
記

入
く

だ
さ

い
。

 

 

  問
６

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
誰

も
し

く
は

ど
う

い
う

機
関
・
団
体

に
連

携
を

し
ま
し

た
か

。
ま
た

は
、
連

携
を

期
待

し
ま

す
か
。（

①
～
○2

1
す

べ
て

の
項

目
に

つ
い

て
回

答
し

て
く
だ

さ
い

。
）

  

機
関
・
団

体
の

名
称

 
連

携
し

た
 

こ
と
が

あ
る

 

今
後

連
携

を
 

期
待

す
る

 

例
：

連
携

し
た

こ
と

は
な

い
が
、

今
後

期
待

す
る

場
合

 
×

 
〇

 

①
 公的機関

（
区

役
所

・
保

健
セ

ン
タ

ー
、
児

童
相

談
所

な
ど

）
 

７
８

．
５

 
４

１
．

１
 

②
 社会福祉

協
議

会
 

３
８

．
３

 
３

６
．

４
 

③
 いきいき

支
援

セ
ン

タ
ー

 
１
１

．
２

 
３

２
．

７
 

④
 障害者基

幹
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
 

１
９

．
６

 
３

５
．

５
 

⑤
 地域子育

て
支

援
拠

点
（

※
）

 
６
４

．
５

 
３

３
．

６
 

⑥
 子育て総

合
相

談
窓

口
（

子
育

て
世

代
包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

）
 

３
０

．
８

 
４

７
．

７
 

⑦
 仕事・暮

ら
し

自
立

サ
ポ

ー
ト

セ
ン

タ
ー

 
１
４

．
０

 
３

４
．

６
 

⑧
 成年後見

あ
ん

し
ん

セ
ン

タ
ー

 
４
．

７
 

２
１
．

５
 

⑨
 高齢者虐

待
相

談
セ

ン
タ

ー
・

障
害

者
虐
待

相
談

セ
ン

タ
ー

 
４
．

７
 

２
９
．

０
 

⑩
 障害者・

認
知

症
高

齢
者

権
利

擁
護

セ
ン
タ

ー
 

３
．

７
 

２
４
．

３
 

⑪
 地域団体

（
地

域
福

祉
推

進
協

議
会

な
ど
）

 
２
６

．
２

 
４

１
．

１
 

⑫
 ボランテ

ィ
ア

 
３
６

．
４

 
３

８
．

３
 

⑬
 ＮＰＯ 

４
０

．
２

 
３

３
．

６
 

⑭
 家族・親

族
 

４
０

．
２

 
３

３
．

６
 

⑮
 隣近所の

人
 

２
４

．
３

 
２

９
．

９
 

⑯
 民生委員

・
児

童
委

員
（

主
任

児
童

委
員
）

 
６
３

．
５

 
４

３
．

０
 

⑰
 居宅介護

支
援

事
業

所
・

相
談

支
援

事
業
所

等
 

８
．

４
 

２
２
．

４
 

⑱
 訪問介護

や
通

所
介

護
等

の
サ

ー
ビ

ス
事
業

所
 

１
２

．
１

 
２

４
．

３
 

⑲
 医療機関

（
病

院
な

ど
）

 
３
３

．
６

 
５

０
．

４
 

⑳
 知人・友

人
 

３
０

．
８

 
２

２
．

４
 

○2
1
そ

の
他

（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
 

 
７

．
５

 
 

５
．

６
 

 
(
※

)
つ

ど
い

の
広
場

、
子

ど
も

・
子

育
て

支
援
セ

ン
タ

ー
、

地
域

子
育
て

支
援

セ
ン

タ
ー

、
児

童
館
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                    問
７

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
対

応
で

き
る

専
門

機
関

や
地

域
団

体
、
ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア
・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
な
ど

必
要
な

機
関

等
の

十
分

な
情
報

を
持

っ
て

い
ま

す
か

。
（

〇
は
１１

つつ
だだ

けけ
）

 
１

 
十

分
持

っ
て

い
る

（
 

８
．
４

）
 
 

 
 

 
２
 

少
し

持
っ

て
い
る

（
７
３

．
９
）
 

３
 
持

っ
て

い
な

い
 

（
１

６
．
８

）
 

 問
８

 
複

合
的

な
課

題
を

抱
え
た

人
や

世
帯

又
は

支
援

を
拒
否

し
て

い
る

人
や

世
帯

に
つ
い

て
、
援

助
を

求
め

ら
れ

、
対
応

で
き

な
か

っ
た
（

又
は

対
応

で
き

そ
う
も

な
い

）
場

合
、
そ

の
原

因
は

何
だ
と

思
い

ま
す

か
。

（
○

は
い い

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 
対

応
で

き
る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体
の

情
報

が
な

い
こ

と
 
 

 
 

 
 

（
４

５
．

８
）

 
２

 
相

談
で

き
る
窓

口
が

分
か

ら
な

い
こ

と
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
３

３
．

６
）

 
３

 
世

帯
全

体
へ
の

支
援

を
包

括
的

に
進

行
管
理

す
る

機
関

等
が

な
い
こ

と
 

 
 

（
４

７
．

７
）

 
４

 
地

域
住

民
の
協

力
が

得
ら

れ
な

か
っ

た
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
 
８
．

４
）

 
５

 
対

応
で

き
る
サ

ー
ビ

ス
・

活
動

す
る

団
体
が

な
い

こ
と

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
２

４
．

３
）

 
６

 
対

応
す

る
た
め

の
時

間
が

と
れ

な
か

っ
た
こ

と
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

５
．

０
）

 
７

 
関

係
機

関
と
の

連
携

が
と

れ
な

か
っ

た
こ
と

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

９
．

６
）

 
８

 
本

来
業

務
の
範

囲
を

超
え

る
も

の
で

あ
る
こ

と
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
４

０
．

２
）

 
９

 
対

応
で

き
な
か

っ
た

（
又

は
対

応
で

き
そ
う

も
な

い
）

こ
と

は
な
い

 
 

 
 

（
１

１
．

２
）

 
 問

９
 

他
の

相
談

支
援

機
関

等
と

個
別

ケ
ー

ス
会

議
を

実
施

す
る

際
に

課
題

と
な

っ
て

い
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か
。
（

○
は

い い
くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 
個

人
情

報
の
取

扱
い

が
難

し
い

た
め

、
必
要

な
情

報
を

共
有

で
き

な
い
 

 
 

（
３
１
．

８
）

 
２

 
役

割
分

担
が
で

き
て

い
な

い
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
１
９
．

６
）

 
３

 
継

続
的

に
ケ
ー

ス
会

議
を

開
催

す
る

等
の
体

制
を

構
築

で
き

な
い
（
調
整

に
手
間
や

時
間

が
か

か
る

（
４

３
．
０
）

 
４

 
支

援
目

標
が
統

一
で

き
な

い
。

        
        

        
        

    （１３
．

１
）

 
５

 
他

の
相

談
支
援

機
関

と
の

関
係

づ
く

り
が
で

き
て

い
な

い
た

め
開

催
を
呼

び
か

け
づ

ら
い

。
 

（
１

５
．
９
）

 
６

 
個

別
ケ

ー
ス
会

議
を

開
催

し
た

こ
と

が
な
い

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
２
１
．

５
）

 
７

 
課

題
は

な
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 
９
．

３
）

 
８

 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 
 

 
 

（
 
６
．

５
）

 
          

                   問１０ 他分野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

に
対

し
、
各
相

談
支

援
機

関
が

連
携

し
て

支
援
に

あ
た

る
た

め
に

必
要
な

こ
と

は
何

で
す

か
。
（

○
は

３ ３
つつ

まま
でで

）
 

１
 
相

談
や

協
議
が

で
き

た
り

、
他

機
関

と
つ
な

が
る

こ
と

が
で

き
る

場
の
設

置
 

（
５
７
．

０
）

 
２

 
複

数
の

関
係
機

関
を

コ
ー

デ
ィ

ネ
ー

ト
す
る

機
関

の
設

置
（

人
の

配
置
）

 
 

（
７
２
．

０
）

 
３

 
複

合
的

な
課

題
や

支
援

に
つ

な
が

っ
て

い
な

い
世

帯
等

に
対

し
積

極
的

な
訪

問
等

を
行

う
機

関
の

設
置

（
人
の

配
置

）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
（

４
７
．

７
）

 
４

 
他

制
度

や
各
相

談
支

援
機

関
の

役
割

等
を
把

握
す

る
た

め
の

研
修

の
実
施

 
 

（
２
１
．

５
）

 
５

 
関

係
機

関
と
の

間
で

、
支
援

を
標

準
化

す
る

た
め
の

マ
ニ

ュ
ア

ル
・
様

式
（
経

過
を

確
実

に
や
り

取

り
す

る
た
め

の
連

絡
票

等
）

の
作
成

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

２
８
．

０
）

 
６

 
必

要
な

情
報
を

共
有

す
る

た
め

の
個

人
情
報

に
関

す
る

取
り

決
め

 
 
 

   （２３
．

４
）

 
７

 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 
  （ ２．

８
）
 

 
 

Ⅲ
．

他
分

野
の

相
談

や
複
合

的
な

課
題

へ
の

対
応

 
 問
１

 
他

の
相

談
機

関
と

連
携
す

る
必

要
が

あ
る

と
き

に
、
連

絡
や

連
携

は
ス

ム
ー

ズ
に
行

わ
れ

て
い

る
と

 
感

じ
て

い
ま

す
か

。
（
○

は
１ １

つつ
だだ

けけ
）

 
１

 
感

じ
る

 
 

 
（

４
９

．
６
）

 
２

 
感

じ
な

い
 
 

（
４
１

．
１
）

  
 問
２

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
に

相
談

者
を

つ
な

ぐ
際

に
課
題

と
感

じ
る

こ
と

は
あ

り
ま
す

か
。
該

当
す

る
項

目
を
選

択
し

て
く

だ
さ
い

。
（

○
は
３３

つつ
ま
で

）
 

１
 
相

談
者

の
個
人

情
報

の
取

扱
い

が
難

し
い
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
４
８
．

６
）

 
２

 
ど

の
よ

う
に
相

談
支

援
機

関
を

探
し

た
ら
よ

い
か

分
か

ら
な

い
 

 
 
 

 
 

（
１
４
．

０
）

 
３

 
連

携
先

の
業
務

に
関

す
る

知
識

に
乏

し
い
た

め
、
何
を

ど
の

よ
う

に
支
援

し
て
も
ら

え
る

か
わ

か
ら

な
い
。

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
３
１
．

８
）

 
４

 
相

談
者

の
ニ
ー

ズ
が

複
雑

化
・
多

様
化

し
て

お
り
、
他
制
度
・
施

策
の
ど

の
相

談
支

援
機

関
等
を

紹

介
す

れ
ば
良

い
か

分
か

ら
な

い
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

     
 
 

 
 

（
４

５
．
８
）

 
５

 
つ

な
ぐ

こ
と
が

ほ
と

ん
ど

な
い

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 
９
．

３
）

 
６

 
特

に
課

題
は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 
９
．

３
）

 
７

 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 
 

 
 

（
 
７
．

５
）
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問
３

 
他

の
相

談
支

援
機

関
等
か

ら
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る
際

に
課

題
と

感
じ

る
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
該
当

す
る
項

目
を

選
択

し
て
く

だ
さ

い
。
（

○
は

３３
つつ

まま
でで

）
 

 
 

１
 

相
談

者
の

個
人

情
報
等

、
支

援
に

必
要

な
情

報
を
収

集
す

る
こ

と
が

難
し

い
 

（
３

０
．
８
）

 
 
 

２
 

他
の

相
談

支
援

機
関
等

か
ら

連
絡

な
し

で
紹

介
さ
れ

る
（

相
談

者
へ

の
情

報
提
供

の
み

）
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
１

５
．
０
）

 
 
 

３
 

他
の

相
談

支
援

機
関
等

で
対

応
す

る
必

要
が

あ
る
相

談
者

を
紹

介
さ

れ
る

 
 

（
 

６
．
５
）

 
 
 

４
 

貴
機

関
に

対
す

る
誤
っ

た
役

割
・

機
能

等
の

情
報
が

相
談

者
に

伝
わ

っ
て

い
る

（
 

８
．
４
）

 
５
 

紹
介

さ
れ

た
際

の
相
談

者
に

関
す

る
情

報
と

相
談
者

本
人

の
話

が
異

な
る

 
 

（
 

７
．
５
）

 
６
 

紹
介

さ
れ

る
こ

と
が
ほ

と
ん

ど
な

い
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
２

９
．
９
）

 
７

 
特

に
課

題
は
な

い
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
２
１
．

５
）

 
８

 
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
）

 
 

 
 
 

 
 

（
 
５
．

６
）
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地
域
の

福
祉
ニ
ー
ズ
調
査
票

（
民
生
委
員
児
童

委
員
）
【
結
果
】
 

 Ⅰ
．

地
域

に
お
け

る
活

動
に
つ

い
て

お
尋

ね
し
ま

す
。

 

（
介

護
保

険
法

・
障
害

者
総

合
支
援

法
の

制
度
外

サ
ー

ビ
ス
）

 

問
１

 
高

齢
者

や
障
害

者
等

で
日
常

生
活

に
支
障

の
あ

る
人

や
そ
の

ご
家

族
か
ら

の
相

談
に
応

じ
て

、
介
護

保
険

や
障

害
者

総
合

支
援

法
等

既
存

の
公

的
制

度
や

サ
ー

ビ
ス

で
は

対
応

で
き

な
く

て
困

っ
た

こ
と

は
あ
り

ま
す
か

。
 

１
 
あ

る
 
 

 
 

 
 
 

（
４
５
．
７
）

 

２
 
な

い
 
⇒

問
３

へ
 
 

（
５
３
．
０
）

 

 問
２

 
そ

れ
は

、
ど

の
よ

う
な

内
容
の

も
の
で

し
た

か
。
（

○
は
い い

くく
つつ

でで
もも

）
ま
た

、
ど

の
よ

う
に

対
応

さ
れ

ま
し
た

か
。

※
 
対

応
方

法
の
集

計
は

省
略
し

て
い

ま
す

。
  

 

記
載

例
 
１

 
外

出
支
援

（
通

院
含
む

）
 

 
 

 
 
 

…
（

 
Ａ
 

）
 

１
 

外
出
支

援
（

通
院
含

む
）

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
７
．

９
）
 

２
 
買

い
物
の

手
伝

い
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
１

６
．
２
）

 

３
 
ゴ

ミ
出
し

や
掃

除
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
１

７
．
５
）

 

４
 
入

院
時
・

入
院

中
の
お

手
伝

い
 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
１

５
．
４
）

 

５
 
話

し
相
手

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
１

２
．
８
）

 

６
 
電

化
製
品

の
修

理
、
使

用
方

法
の
説

明
 

 
 
 

 
…

（
 

９
．
８
）

 

７
 
家

の
小
修

繕
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
…

（
１

１
．
５
）

 

８
 
ペ

ッ
ト
の

世
話

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
…

（
 

４
．
３
）

 

９
 
生

き
が
い

の
た

め
の
趣

味
活

動
 
 

 
 

 
 
 

 
…

（
 

４
．
３
）

 

1
0
 

集
い

の
場
（

サ
ロ

ン
）
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

 
９
．

４
）

 

1
1
 
隣

人
ト

ラ
ブ
ル

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

…
（

２
７
．

１
）

 

1
2
 

医
療

的
ケ
ア

が
必

要
な
人

の
就
学

・
就

労
 

 
 
 

…
（

 
２
．

１
）
 

1
3
 

医
療

同
意
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

 
６
．

４
）

 

1
4
 

保
証

人
探
し

（
入

院
手
続

き
、
賃

貸
契

約
等

）
 
 

…
（

 
７
．

３
）

 

1
5
 

経
済

的
支
援

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

 
６
．

４
）

 

1
6
 

就
労

支
援
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

 
１
．

３
）
 

 

1
7
 

社
会

的
孤
立

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

…
（

 
６
．

４
）

 

1
8
 

そ
の

他
（
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

）
 
 

…
（

 
６
．

０
）

 

【
対

応
内
容

の
選

択
肢
】

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ
．
（

回
答

者
が

）
自
分

で
対

応
し
た

 
 

 
 
 

 
 
Ｂ

．
家

族
・

親
族
等

と
対

応
し
た

 
Ｃ
．

地
域
で

助
け

合
っ

て
対
応

し
た

 
 
 

 
 

 
 
Ｄ

．
行

政
機

関
に
依

頼
し

た
 

Ｅ
.
 
社
会
福

祉
協

議
会

に
依
頼

し
た

 
 
 

 
 
 

 
 
Ｆ

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
に

依
頼

し
た
 

Ｇ
．

他
の
相

談
機

関
と

協
力
し

て
対

応
し
た

 
 

 
 
Ｈ

．
他

の
相

談
機
関

に
引

き
継
い

だ
 

Ｉ
．

特
に

対
応
し

な
か

っ
た
・

対
応

で
き
な

か
っ

た
 

 
 
 

 

Ｊ
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

）
 

※
各

選
択
肢

横
に

あ
る
（

 
 

）
内

の
数
字

は
回

答
割
合

で
す

。
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（
子

育
て

世
帯
の

支
援

）
 

問
３

 
子

育
て

世
帯

か
ら

の
相

談
に

応
じ

て
い

て
既

存
の

公
的

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
で

は
対

応
で

き
な

く
て

困
っ

た
こ
と

は
あ

り
ま

す
か
。

 

１
 

あ
る
 

 
 

 
 

 
 

（
１

８
．

８
）
 

２
 

な
い
 

⇒
問

５
へ

 
 

（
８

１
．

２
）
 

 問
４

 
そ

れ
は

、
ど

の
よ

う
な

内
容
の

も
の
で

し
た

か
。
（

○
は
い い

くく
つつ

でで
もも

）
ま
た

、
ど

の
よ

う
に

対
応

さ
れ

ま
し
た

か
。

※
 
対

応
方

法
の
集

計
は

、
速
報

版
で

は
、

省
略
し

て
い

ま
す
。

  

 

記
載

例
 
１

 
し

つ
け
な

ど
子

育
て
の

仕
方

 
 

 
 
 

…
（

 
Ａ
 

）
 

 １
 

し
つ
け

な
ど

子
育

て
の
仕

方
 

 
 
 

 
 

 
 

 
…

（
２

５
．

０
）
 

２
 

親
同
士

の
交

流
・

仲
間
づ

く
り

 
 
 

 
 

 
 
 

…
（

４
０
．

９
）
 

３
 

乳
幼
児

と
の

関
わ

り
方
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
…

（
１

３
．

６
）
 

４
 

急
用
の

際
の

一
時

預
か
り

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

…
（

２
２
．

７
）
 

 
 

５
 

リ
フ
レ

ッ
シ

ュ
の

際
の
一

時
預

か
り
 

 
 

 
 
 

…
（

１
１
．

４
）
 

６
 

共
働
き

に
よ

る
子

ど
も
の

世
話

 
 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
５
．

９
）
 

 
 

７
 

ひ
と
り

親
家

庭
に

お
け
る

子
ど

も
と
の

接
し

方
 

 
…

（
１

５
．

９
）
 

８
 

子
ど
も

の
発

達
へ

の
不
安

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

…
（

２
５
．

０
）
 

９
 

発
達
に

遅
れ

の
あ

る
子
ど

も
へ

の
対
応

 
 

 
 
 

…
（

３
８
．

６
）
 

 
 

1
0
 

経
済
的

支
援

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

…
（

１
５
．

９
）
 

1
1
 

ま
わ
り

か
ら

子
育

て
へ
の

援
助

が
な
い

こ
と

 
 
 

…
（

１
１
．

４
）
 

1
2
 

そ
の
他

（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
）
 

…
（

１
３
．

６
）
 

【
対

応
内
容

の
選

択
肢
】

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ａ
．
（

回
答

者
が

）
自
分

で
対

応
し
た

 
 

 
 
 

 
Ｂ

．
家

族
・
親

族
等

と
対
応

し
た

 
Ｃ
．

地
域

で
助
け

合
っ

て
対
応

し
た

 
 
 

 
 

 
 
Ｄ

．
行

政
機
関

に
依

頼
し
た

 
 

 
 
 

 
 

 
Ｅ
.
 
社
会
福

祉
協

議
会

に
依
頼

し
た

 
 
 

 
 
 

 
Ｆ

．
ボ

ラ
ン
テ

ィ
ア

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
に

依
頼
し

た
 

Ｇ
．

特
に

対
応
し

な
か

っ
た
・

対
応

で
き
な

か
っ

た
 

 
 
 

 
Ｈ
．

そ
の

他
（
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

）
 

  問
５

 
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア

や
地

域
の
人

が
子

育
て
世

帯
を

援
助

す
る
場

合
、
ど

ん
な

活
動
が

必
要

だ
と
思

い
ま

す
か

。
（
○

は
いい

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 

集
い
の

場
（

サ
ロ

ン
）
（

７
３
．

１
）
 
 

 
 
 
２
 

相
談
・

話
し

相
手

（
６

５
．

４
）
 

３
 

子
ど
も

の
外

出
時

の
付
き

添
い

（
 

２
．
６
）
 

４
 

一
時
的

な
子

ど
も
の

預
か

り
（

２
９
．

１
）

 

５
 

子
ど
も

同
士

が
交

流
で
き

る
環

境
づ
く

り
（

５
６
．

４
）

 

６
 

登
下
校

時
の

見
守

り
（

５
４
．

３
）
 
 

 
 
 

７
 

非
行
防

止
パ

ト
ロ
ー

ル
（

２
３
．

１
）

 

８
 

伝
承
遊

び
な

ど
高

齢
者
と

の
交

流
（

３
９
．

３
）

 

９
 

子
ど
も

の
遊

び
相

手
・
ス

ポ
ー

ツ
指
導

（
２
３
．

９
）

1
0
 
家

事
援
助

（
 

５
．
６

）
 

1
1
 
家
庭

訪
問

活
動

（
１
５
．

０
）
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1
2
 
そ

の
他

 
（
 
３

．
８

）
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問
６

 
い

わ
ゆ

る
社

会
的

に
孤

立
し

た
人

や
世

帯
が

抱
え

て
い

る
課

題
が

深
刻

化
す

る
場

合
が

少
な

く
な

い
と

言
わ

れ
て

い
ま

す
。

地
域

に
お

い
て

社
会

的
孤

立
を

防
止

す
る

た
め

に
何

が
必

要
だ

と
思

わ
れ

ま
す
か

。
（
○

は
３３

つつ
まま

でで
）

  

１
 

地
域
住

民
の

理
解
を

得
る
た

め
の

啓
発
活

動
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

１
７
．

９
）
 

２
 

閉
じ
こ

も
り

が
ち
な

人
や
孤

立
し

が
ち
な

人
（

世
帯
）

の
情
報

の
把

握
 
 

 
（

６
０
．

７
）

 

３
 

サ
ロ
ン

な
ど

の
地
域

住
民
の

交
流

を
促
進

す
る

活
動
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

３
４
．

２
）

 

４
 

地
域
住

民
に

よ
る
日

常
的
な

見
守

り
、
助

け
合

い
活
動

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

４
２
．

７
）

 

５
 

地
域
で

見
守

り
、
助

け
合
い

活
動

な
ど
を

行
う

地
域
住

民
と
区

役
所

や
専
門

機
関

と
の
連

携
 

（
４
６
．

２
）

 

６
 

地
域
で

交
流

づ
く
り

の
活
動

な
ど

を
行
う

地
域

住
民
と

ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
グ
ル

ー
プ

・
Ｎ
Ｐ

Ｏ
 

と
の
連
携

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

 
７
．

７
）

 

７
 

地
域
で

身
近

に
相
談

で
き
る

相
談

場
所
の

設
置

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

２
０
．

９
）

 

８
 

地
域
住

民
だ

け
で
は

対
応
が

困
難

な
事
案

に
つ

い
て
、

直
接
訪

問
す

る
な
ど

の
支

援
を
行

う
専

門

職
員
の
配

置
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

４
９
．

６
）

 

 

問
７

 
社
会

的
孤

立
を
防

止
す

る
た
め

に
、
ど
の
よ

う
な

障
害
や

問
題

点
が
あ

る
と
思

わ
れ

ま
す
か

。（
○

は
３ ３

つつ
まま

でで
）

  

１
 

見
守
り

活
動

を
行
う

団
体
の

人
員

が
不
足

し
て

い
る
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

１
５
．

４
）

 

２
 

個
人
情

報
保

護
の
意

識
の
高

ま
り

に
よ
り

、
対

象
者
の

把
握
が

難
し

い
 
 

 
（

７
１
．

４
）

 

３
 

団
体
間

の
個

人
情
報

の
や
り

取
り

が
難
し

い
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

１
２
．

０
）

 

４
 

個
人
情

報
を

管
理
す

る
こ
と

が
難

し
い
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

 
７
．

７
）

 

５
 

地
域
の

つ
な

が
り
が

薄
れ
、

対
象

者
の
把

握
が

難
し
い

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

５
９
．

８
）

 

６
 

見
守
り

を
拒

否
す
る

人
へ
の

対
応

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

４
３
．

２
）
 

７
 

オ
ー
ト

ロ
ッ

ク
の
マ

ン
シ
ョ

ン
な

ど
セ
キ

ュ
リ

テ
ィ
に

よ
り
見

守
り

活
動
が

難
し

い
 

（
３
６
．

２
）

 

 
 

８
 

地
域
住

民
と

そ
の
活

動
を
支

援
す

る
専
門

職
員

と
の
連

携
が
不

十
分

 
 
 

 
（

１
０
．

３
）

 

９
 

見
守
り

活
動

で
応
答

が
な
い

な
ど

異
常
を

発
見

し
た
際

の
対
応

な
ど

活
動
の

た
め

の
相
談

 

窓
口
や
支

援
す

る
専
門

職
員
が

不
足

し
て
い

る
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

１
７
．

１
）

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ
．

地
域

の
困
り

事
に

つ
い
て

、
お

尋
ね

し
ま
す

 

 問
１

 
現

在
、
貴

学
区

で
問

題
に
な

っ
て

い
る
と

思
う

こ
と
は

何
で

す
か

。
 

（
○
は
いい

くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 

住
民
同

士
の

交
流

す
る
機

会
の

減
少
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
４

０
．
６
）
 

２
 

住
民
同

士
の

助
け

合
い
意

識
の

低
下
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
５

０
．
０
）
 

３
 

地
域
の

治
安

 
(
防

犯
)
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
（
１

４
．

５
）
 

４
 

災
害
時

に
備

え
た

対
応
や

防
災

対
策
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
４

５
．
３
）
 

５
 

地
域
の

美
化

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 

５
．
６
）
 

６
 

高
齢
者

世
帯

や
障

害
者
世

帯
へ

の
(
見

守
り
や

生
活

等
)
支

援
 

 
 
 

 
 

（
３

１
．
２
）
 

７
 

認
知
症

に
よ

る
周

辺
症
状

に
伴

う
近
隣

ト
ラ

ブ
ル
（

徘
徊

な
ど

）
 
 

 
 

（
１

８
．
８
）
 

８
 

子
育
て

環
境

（
子

育
て
の

孤
立

化
な
ど

）
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 

９
．
０
）
 

９
 

子
ど
も

の
健

全
育

成
（
非

行
や

い
じ
め

、
子

ど
も
の

貧
困

な
ど

）
 
 

 
 

（
 

５
．
６
）
 

1
0
 

地
域
で

の
住

み
や

す
さ
の

問
題

（
商
業

施
設

の
減
少

や
放

置
さ

れ
た
空

き
家

の
増
加

な
ど

）
 

（
１

８
．

８
）
 

1
1
 
そ
の

他
（

具
体
的

に
：

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

）
 
（

１
３
．

２
）
 

1
2
 
特
に

な
い

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
（

 
９
．

４
）
 

1
3
 
分
か

ら
な

い
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
（

 
１
．

７
）
 

 

問
２

 
地

域
の

困
り
事

を
地

域
住
民

の
課

題
と
し

て
、
住
民
同

士
が

協
力

し
て
問

題
解

決
す
る

力
は

、
こ
こ

数
年

で
ど
の

よ
う

に
な

っ
て
い

る
と

思
い
ま

す
か

。
（
〇

は
１１

つつ
だだ

けけ
）
 

１
 

高
ま
っ

て
き

て
い

る
 
 

 
 

 
（

 
５
．

１
）

 

２
 

や
や
高

ま
っ

て
き

て
い
る

 
 

 
（

２
６
．

１
）

 

３
 

変
わ
ら

な
い

 
 

 
 
 

 
 

 
（

３
３
．

８
）

 

４
 

や
や
低

下
し

て
い

る
 
 

 
 

 
（

１
９
．

２
）

 

５
 

低
下
し

て
い

る
 

 
 
 

 
 

 
（

 
９
．

８
）

 

６
 

わ
か
ら

な
い

 
 

 
 
 

 
 

 
（

 
４
．

３
）

 

 問
３

 
地

域
の

困
り
事

を
地

域
住
民

の
課

題
と
し

て
、
住

民
同

士
が
協

力
し

て
問

題
解
決

す
る

力
を
高

め
る

た
め

に
は

、
何
が

必
要

だ
と

思
い
ま

す
か

。
（
○

は
３ ３

つつ
まま

でで
）

 

１
 

地
域
福

祉
ニ

ー
ズ

に
対
応

す
る

団
体
の

情
報

の
地
域

へ
の

発
信

 
 
 

 
 

（
２

６
．
５
）

 

 
 

２
 

活
動
者

へ
の

研
修

等
の
開

催
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
 

８
．
５
）

 

 
 

３
 

専
門
機

関
（

専
門

職
員
）

の
ア

ド
バ
イ

ス
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
１

８
．
８
）

 

４
 

地
域
団

体
や

ボ
ラ

ン
テ
ィ

ア
・

Ｎ
Ｐ
Ｏ

と
顔

の
見
え

る
関

係
づ

く
り
 

 
 

（
２

５
．
６
）

 

５
 

身
近
に

相
談

で
き

る
人
や

場
所

の
存
在

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
４

２
．
７
）

 

６
 

元
気
な

高
齢

者
が

担
い
手

と
な

る
た
め

の
取

り
組
み

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
４

２
．
３
）

 

７
 

学
生
な

ど
の

若
者

が
担
い

手
と

し
て
参

加
す

る
た
め

の
取

り
組

み
 
 

 
 

（
２

３
．
５
）

 

８
 

社
会
福

祉
法

人
、

商
店
や

企
業

等
の
地

域
貢

献
に
よ

る
支

援
 

 
 
 

 
 

（
 

７
．
３
）
 

９
 

住
民
が

話
し

合
う

場
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

（
２

１
．
８
）

 

1
0
 
地

域
住

民
の
福

祉
意
識

を
高

め
る
た

め
の

啓
発

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
（

４
８
．

３
）
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問
４

 
以

下
の
事

項
の

課
題
を

抱
え
る

人
や

世
帯
を

把
握

し
、
支
援

し
た

又
は
他

の
機

関
等
へ

の
つ
な

ぎ
を

行
っ

た
こ
と

は
あ
り

ま
す

か
。
（

問
①
～

⑭
す

べ
て
の

項
目
に

つ
い

て
回
答

し
て

く
だ
さ

い
。
）

 

事
項

 

把
握
状

況
（
件

）
 

（
あ

る
場

合
）
対

応
状
況

（
％
）

 

あ
る

 
な

い
 

自
ら

 

支
援
し

た
 

他
機
関

等
へ

 

つ
な

い
だ

 

支
援

で
き

 

な
か

っ
た

 

 

 
 

 
 

 

①
 介護と子

育
て

を
同

時
に

し
て

お
り

、
介
護
・
育

児
負

担
を

感
じ

て
い

る
人

や
世

帯
（

い
わ

ゆ
る

ダ
ブ

ル
ケ

ア
）

 

２
０

 
２

０
０

 
５

．
０
 

９
０

．
０

 
１

０
．

０
 

②
 高齢者

と
障

害
者

の
同

居
世

帯
で

複
数

の
課

題

を
抱

え
て

い
る

人
や

世
帯

 
６

５
 

１
５

５
 

２
０
．

０
 

７
２

．
３

 
１

５
．

４
 

③
 高齢の

親
が

障
害

の
あ

る
子

ど
も

の
介

護
を

し

て
お

り
、

支
援

が
必

要
と

思
わ

れ
る

人
 

４
４

 
１

７
０

 
１

８
．

２
 

７
０

．
５

 
２

７
．

３
 

④
 ①～③

以
外

で
、

複
数

の
課

題
を

抱
え

て
い

る

人
や

世
帯

 
４

５
 

１
６

３
 

３
１
．

１
 

８
２

．
２

 
 

４
．

４
 

⑤
 支援拒

否
や

自
ら

相
談

や
利

用
申

請
等

が
で

き

な
い

人
や

世
帯

 
１

０
０
 

１
１

７
 

１
５
．

０
 

７
８

．
０

 
１

９
．

０
 

⑥
 生活に

困
窮

し
て

お
り

、
支

援
が

必
要

と
思

わ

れ
る

人
や

世
帯

 
９

３
 

１
２

２
 

１
２
．

９
 

９
２

．
５

 
 

５
．

４
 

⑦
 住まい

の
確

保
な

ど
居

住
に

課
題

を
抱

え
た

人

や
世

帯
 

５
７

 
１

５
８

 
３

６
．

８
 

５
２

．
６

 
２

２
．

８
 

⑧
 精神疾

患
を

抱
え

て
い

る
人

又
は

抱
え

て
い

る

と
思

わ
れ

る
が

、
ど

こ
に

も
相

談
し

て
い

な
い

人
 

４
８

 
１

６
８

 
３

１
．

３
 

７
０

．
８

 
１

４
．

６
 

⑨
 支援が

必
要

な
障

害
が

あ
る

又
は

あ
る

と
思

わ

れ
る

が
、

障
害

者
手

帳
を

取
得

し
て

い
な

い
人

 
２

８
 

１
８

４
 

１
４
．

３
 

７
８

．
６

 
１

４
．

３
 

⑩
 判断能

力
が

不
十

分
で

あ
る

こ
と

に
よ

り
成

年

後
見

な
ど

の
権

利
擁

護
を

必
要

と
し

て
い

る
人

や
世

帯
（

消
費

者
被

害
な

ど
）

 

４
３

 
１

７
３

 
１

６
．

３
 

８
１

．
４

 
 

９
．

３
 

⑪
 虐待の問

題
を

抱
え

て
い

る
人

や
世

帯
 

４
４

 
１

７
０

 
１

１
．

４
 

８
６

．
４

 
 

６
．

８
 

⑫
 刑務所

か
ら

出
所

し
た

人
な

ど
で

あ
っ

て
、

福

祉
的

な
支

援
を

必
要

と
し

て
い

る
人

 
１

２
 

２
０

３
 

３
３
．

３
 

６
６

．
７

 
 

８
．

３
 

⑬
 入所施

設
や

病
院

等
か

ら
退

所
・

退
院

し
た

人

で
あ

っ
て

、
地

域
か

ら
孤

立
し

て
い

る
人

 
３

８
 

１
７

５
 

１
８
．

４
 

８
６

．
８

 
１

５
．

８
 

⑭
 外国人

で
あ

っ
て

、
地

域
と

の
つ

な
が

り
が

持

て
ず

、
地

域
か

ら
孤

立
し

て
い

る
人

 
１

３
 

２
０

２
 

４
６
．

２
 

３
０

．
８

 
３

０
．

８
 

※
自
ら

（
の

機
関
等

）
の
み
で
支

援
し
た

ケ
ー
ス
は

、
「
自

ら
支
援
し
た

」
に

〇
を
つ
け

て
く

だ
さ

い
。

 

※
他
の

機
関

等
に
つ

な
い
で
自
ら

も
連
携

に
参
加
し

た
場
合
、「

他
機

関
等
へ

つ
な

い
だ

」
に
含
め

ま
す

。
 

※
複

数
の

対
応

し
た

ケ
ー
ス
が
あ

る
場
合
は

、
該

当
す

る
対

応
結
果

の
す

べ
て
に
〇
を
つ

け
て
く

だ
さ

い
。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問
５

 
前

の
ペ

ー
ジ
の

問
４

の
ほ
か

、
複
合

的
な

課
題
や

現
状

の
制
度

の
中

で
対
応

が
困

難
な

課
題
を

抱
え

て
い

る
ケ
ー

ス
が

あ
り

ま
し
た

ら
、

ご
記
入

く
だ

さ
い
。

 

 

  問
６

 
複

合
的

な
課
題

を
抱

え
た
人

や
世

帯
又
は

支
援

を
拒

否
し
て

い
る

人
や
世

帯
に

つ
い
て

、
誰
も

し
く

は
ど

う
い
う

機
関
・
団
体

に
連

携
を
し

ま
し

た
か

。
ま
た

は
、
連

携
を

期
待
し

ま
す

か
。（

①
～
○2

1
す

べ
て

の
項
目

に
つ

い
て

回
答
し

て
く

だ
さ
い

。
）

  

機
関
・

団
体

の
名

称
 

連
携
し

た
 

こ
と
が

あ
る

 

今
後

連
携
を

 

期
待

す
る

 

例
：

連
携

し
た
こ

と
は

な
い
が

、
今

後
期
待

す
る

場
合

 
×

 
〇

 

①
 公的機関

（
区

役
所
・

保
健

セ
ン
タ

ー
、

児
童
相

談
所

な
ど

）
 

７
２
．

３
 

３
２

．
５

 

②
 社会福祉

協
議

会
 

６
６
．

３
 

３
２

．
５

 

③
 いきいき

支
援

セ
ン
タ

ー
 

８
０
．

８
 

３
２

．
９

 

④
 障害者基

幹
相

談
支
援

セ
ン

タ
ー

 
１
２
．

０
 

５
２

．
１

 

⑤
 地域子育

て
支

援
拠
点

（
※

）
 

２
３
．

５
 

４
６

．
２

 

⑥
 子育て総

合
相

談
窓
口

（
子

育
て
世

代
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

）
 

９
．

４
 

５
６

．
０

 

⑦
 仕事・暮

ら
し

自
立
サ

ポ
ー

ト
セ
ン

タ
ー

 
７
．

３
 

５
０

．
９

 

⑧
 成年後見

あ
ん

し
ん
セ

ン
タ

ー
 

５
．

１
 

４
９

．
５

 

⑨
 高齢者虐

待
相

談
セ
ン

タ
ー

・
障
害

者
虐

待
相
談

セ
ン

タ
ー

 
３
．

０
 

４
９

．
６

 

⑩
 障害者・

認
知

症
高
齢

者
権

利
擁
護

セ
ン

タ
ー

 
７
．

７
 

５
０

．
９

 

⑪
 地域団体

（
地

域
福
祉

推
進

協
議
会

な
ど

）
 

４
８
．

７
 

３
２

．
５

 

⑫
 ボランテ

ィ
ア

 
２
７
．

４
 

２
９

．
５

 

⑬
 ＮＰＯ 

９
．

０
 

３
６

．
８

 

⑭
 家族・親

族
 

５
７
．

７
 

３
０

．
３

 

⑮
 隣近所の

人
 

６
０
．

７
 

３
３

．
３

 

⑯
 民生委員

・
児

童
委
員

（
主

任
児
童

委
員

）
 

７
６
．

０
 

２
９

．
１

 

⑰
 居宅介護

支
援

事
業
所

・
相

談
支
援

事
業

所
等

 
３
３
．

８
 

３
９

．
８

 

⑱
 訪問介護

や
通

所
介
護

等
の

サ
ー
ビ

ス
事

業
所

 
３
９
．

８
 

４
０

．
６

 

⑲
 医療機関

（
病

院
な
ど

）
 

３
２
．

１
 

４
１

．
９

 

⑳
 知人・友

人
 

３
１
．

２
 

２
７

．
４

 

○2
1
そ

の
他

（
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

）
 

 
２
．

１
 

 
７

．
７

 

 
(
※

)
つ
ど

い
の

広
場
、

子
ど

も
・

子
育
て

支
援

セ
ン
タ

ー
、

地
域
子

育
て

支
援

セ
ン
タ

ー
、

児
童
館
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                                         問
７

 
複

合
的

な
課
題

を
抱

え
た
人

や
世

帯
又
は

支
援

を
拒

否
し
て

い
る

人
や
世

帯
に

つ
い
て

、
対
応

で
き

る
専

門
機
関

や
地

域
団

体
、
ボ

ラ
ン

テ
ィ
ア
・
Ｎ

Ｐ
Ｏ
な

ど
必
要

な
機

関
等
の

十
分

な
情

報
を
持

っ
て

い
ま

す
か
。
（
〇

は
１１

つつ
だだ

けけ
）

 
１

 
十

分
持
っ

て
い

る
（

 
７

．
７
）
 

 
 
２

 
少
し

持
っ

て
い
る

（
６
３
．
３

）
 

３
 
持

っ
て
い

な
い

 
（

２
５

．
２
）
 

 問
８

 
複

合
的

な
課
題

を
抱

え
た
人

や
世

帯
又
は

支
援

を
拒

否
し
て

い
る

人
や
世

帯
に

つ
い
て

、
援
助

を
求

め
ら
れ

、
対
応

で
き
な

か
っ
た
（

又
は
対

応
で
き

そ
う
も
な

い
）
場

合
、
そ

の
原
因

は
何

だ
と

思
い
ま

す
か
。
（
○
は

い い
くく
つつ

でで
もも

）
 

１
 
対
応

で
き

る
サ
ー

ビ
ス

・
活
動

す
る

団
体

の
情
報

が
な

い
こ
と

 
 

 
 

（
２

６
．

９
）

 
２

 
相
談

で
き

る
窓
口

が
分

か
ら
な

い
こ

と
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

４
．

１
）

 
３

 
世
帯

全
体

へ
の
支

援
を

包
括
的

に
進

行
管

理
す
る

機
関

等
が
な

い
こ

と
 

（
２

７
．

４
）

 
４

 
地
域

住
民

の
協
力

が
得

ら
れ
な

か
っ

た
こ

と
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

２
．

８
）

 
５

 
対
応

で
き

る
サ
ー

ビ
ス

・
活
動

す
る

団
体

が
な
い

こ
と

 
 
 

 
 

 
 

（
１

５
．

０
）

 
６

 
対
応

す
る

た
め
の

時
間

が
と
れ

な
か

っ
た

こ
と
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
１

３
．

２
）

 
７

 
関
係

機
関

と
の
連

携
が

と
れ
な

か
っ

た
こ

と
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
 

９
．

４
）

 
８

 
本
来

業
務

の
範
囲

を
超

え
る
も

の
で

あ
る

こ
と
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

（
３

８
．

９
）

 
９

 
対
応

で
き

な
か
っ

た
（

又
は
対

応
で

き
そ

う
も
な

い
）

こ
と
は

な
い

 
 

（
１

１
．

５
）
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名古屋市地域福祉計画及び名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画

策定懇談会開催要綱

　（趣旨）

第 １条　名古屋市地域福祉計画及び名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画（以下

「地域福祉に関する計画」という。）の策定にあたり、関係機関・団体及び住民等の

意見を聴取し、地域の実情に応じた計画を策定するため、計画策定懇談会（以下「懇

談会」という。）を開催する。

　（定義）

第 ２条　この要綱における用語は、以下のとおりとする。

 （1）  名古屋市地域福祉計画は、社会福祉法第 107 条に基づき名古屋市が策定する計

画をいう。

 （2）  名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画は、社会福祉法人名古屋市社会福祉

協議会（以下「市社協」という。）が地域福祉の計画的な取組みを進めるために

策定する計画をいう。

　（構成）

第 ３条　懇談会は、次に掲げる者により構成し、次の各号に掲げる者のうちから名古

屋市健康福祉局長及び市社協会長が依頼する。

 （1）  関係団体から推薦された者

 （2）  学識経験者

 （3）  市民代表者等

２ 　懇談会への出席に対し、報償として、原則１回あたり金１１，６００円を支給する。

３ 　懇談会の座長は、構成員の互選により決定する。

４ 　座長は、懇談会の議事を進行する。

　（役割）

第 ４条　懇談会は、次の各号に掲げる事項について意見を聴取する。

 （1）  名古屋市地域福祉計画の策定に関すること。

 （2）  名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画の策定に関すること。

 （3）  現行の地域福祉に関する計画の進行管理・評価に関すること。

 （4）  その他関係すること。

　（会議の公開）

第 ５条　原則として公開する。ただし、名古屋市健康福祉局高齢福祉部地

域ケア推進課長及び市社協地域福祉推進部長が必要と認めるときは、非

公開とすることができる。

4 要綱と名簿
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　（作業部会）

第 ６条　懇談会のほか、作業部会を開催する。

２ 　作業部会は、地域福祉に関する計画に盛り込むべき重要な事項に関する意見を聴

取し、その経過及び結果を懇談会に報告する。

３ 　作業部会の構成及び運営その他必要な事項は、別に定める。

　（庶務）

第 ７条　懇談会の庶務は、名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課及び市社協

地域福祉推進部において処理する。

　（委任）

第 ９条　この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営その他必要な事項は、座長が別

に定める。

　　附　則

この要綱は、平成 30 年 8 月 1 日から施行する。
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名古屋市地域福祉計画及び名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画

策定懇談会作業部会開催要領

　（趣旨）

第 １条　名古屋市地域福祉計画及び名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画　　策

定懇談会開催要綱第６条第３項の規定に基づき、策定懇談会作業部会（以下「作業

部会」という。）を開催する。

　（構成）

第 ２条　作業部会の委員は、策定懇談会の委員の中から選出する。

２ 　作業部会には、第３条各号の事項に必要となる地域の活動者や各種の専門機関の

職員を出席させることができる。

３ 　作業部会への出席に対し、報償として、原則１回あたり金１１，６００円を支給

する。

４　作業部会の座長は、構成員の互選により決定する。

５　座長は、作業部会の議事を進行する。

　（役割）

第 ３条　作業部会は、次の各号に掲げる事項について取り扱う。

 （1）   名古屋市地域福祉計画の策定に係る住民意見聴取及び素案、成案の作成に関す

ること。

 （2）   名古屋市社会福祉協議会地域福祉推進計画の策定に係る住民意見聴取及び素案、

成案の作成に関すること。

 （3）  その他関係すること

　（会議の公開）

第 ４条　原則として公開する。ただし、名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進

課長及び市社協地域福祉推進部長が必要と認めるときは、非公開とすることができ

る。

　（庶務）

第 ５条　作業部会の庶務は、名古屋市健康福祉局高齢福祉部地域ケア推進課及び市社

協地域福祉推進部において処理する。

　（委任）

第 ６条　この要領に定めるもののほか、作業部会の運営その他必要な事項は、座長が

別に定める。

　　附　則

この要領は、平成 30 年 8 月 1 日から施行する。
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なごやか地域福祉２０２０策定懇談会　委員名簿

氏名 所属

学識経験者
小松理佐子

長岩　嘉文

日本福祉大学 

日本福祉大学中央福祉専門学校 

地域福祉関係団体
相原　邑子

浅井　慶弌

社会福祉法人名古屋市南区社会福祉協議会 

社会福祉法人名古屋市瑞穂区社会福祉協議会 

地域活動団体

後藤　弘康

中村　　剛

山嵜　梅治

水野　武男

福谷　直正

名古屋市区政協力委員議長協議会 

名古屋市保健環境委員会 

名古屋市民生委員児童委員連盟（令和元年 11 月まで）

名古屋市民生委員児童委員連盟（令和元年 12 月から）

名古屋市保護区保護司会連絡協議会 

社会教育関係団体 河合　襠子 名古屋市地域女性団体連絡協議会

高齢者福祉

関係団体

古川　忠利

三溝　芳隆

名古屋市老人福祉施設協議会 

名古屋市老人クラブ連合会 

障害者福祉

関係団体

王子田　剛

北村　榮章

橋井　正喜

愛知県精神障がい者福祉協会 

名古屋市知的障害者福祉施設連絡協議会 

名古屋市障害者団体連絡会 

児童福祉関係団体

梅村麻美子

木戸　秀典

藤岡　省吾

名古屋市児童養護連絡協議会 

名古屋市子ども会連合会 

名古屋民間保育園連盟 

教育関係団体

相川　保敏

下方　丈司

杉山　晃一

名古屋市立小中学校長会

名古屋市立小中学校 PTA 協議会

名古屋学院大学社会連携センター

保健医療関係団体

安藤　正晃

東浦　　司

野田　雄二

山根　則夫

名古屋市歯科医師会（令和元年 5月まで） 

名古屋市歯科医師会（令和元年 6 月から） 

名古屋市薬剤師会 

名古屋市医師会 

市民活動関係団体

織田　元樹

栗田　暢之

田代　京美

遠山　涼子

深谷　潤一

特定非営利活動法人 ボラみみより情報局 

特定非営利活動法人 レスキューストックヤード 

名古屋市ボランティア連絡協議会 

特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ 

特定非営利活動法人 ＩＣＤＳ 

企業・商店・組合等

関係団体

社本　　謙

花崎　顕仁

堤　　博信

馬場　宏之

舟橋　左門

松本　直樹

杉岡　博之

名古屋市商店街振興組合連合会 

日本フランチャイズチェーン協会（令和元年 5月まで）

日本フランチャイズチェーン協会（令和元年 6 月から）

名古屋商工会議所 

愛知県喫茶飲食生活衛生同業組合 

名古屋市住宅供給公社（平成 31 年 3 月まで） 

名古屋市住宅供給公社（平成 31 年 4 月から） 
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なごやか地域福祉２０２０策定懇談会作業部会　委員名簿

氏名 所属

学識経験者
小松理佐子

長岩　嘉文

日本福祉大学 

日本福祉大学中央福祉専門学校 

市民活動関係団体

織田　元樹

栗田　暢之

遠山　涼子

特定非営利活動法人 ボラみみより情報局

特定非営利活動法人 レスキューストックヤード

特定非営利活動法人 ボランタリーネイバーズ　

市民公募委員

伊藤　裕通

杉江　勇夫

永田　尚子

村松万友美

氏名 所属

企業・商店・組合等

関係団体

村瀬　友総

鳥居　孝智

山本　哲夫

加藤　昭夫

渡辺　　恭

岡山　正浩

名古屋市新聞販売店地域安全協議会（令和 2 年 2 月まで）

名古屋市新聞販売店地域安全協議会（令和 2 年 3 月から）

愛知県生活協同組合連合会（令和元年 5月まで）

愛知県生活協同組合連合会（令和元年 6 月から）

日本チェーンストア協会中部支部（令和元年 2 月まで）

日本チェーンストア協会中部支部（令和元年 3 月から）

市民公募委員

伊藤　裕通

杉江　勇夫

永田　尚子

村松万友美

「区分」ごとに各委員のご氏名の五十音順（敬称省略）

出席を求める関係者

氏名 所属

包括的な支援体制

に関係する専門機

関等

青木　敬子

小川　智子

水谷　有志

久野　寿枝

中根　容子

平坂　義則

名古屋市民生委員児童委員連盟

名古屋市子ども・子育て支援センター

 （令和元年 5 月まで）

名古屋市子ども・子育て支援センター

 （令和元年 6 月から）

熱田区障害者基幹相談支援センター

千種区東部いきいき支援センター

仕事・暮らし自立サポートセンター金山

「区分」ごとに各委員のご氏名の五十音順（敬称省略）
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5 用語解説

あ ○アクセシビリティ（Ｐ４７）

　高齢者・障害者を含む誰もが、さまざまな製品や建物やサービスなどを支障な

く利用できるかどうか、あるいはその度合いをいいます。

○意思決定支援（Ｐ７４）

　認知症や障害などで判断能力が不十分な人について、本人らしい生活を実現す

るため、必要な情報を提供し、本人の意思や考えを引き出すなど、本人が自ら意

思決定をするために必要な支援をすることをいいます。

○ＳＤＧｓ（Ｐ６）

　世界共通の目標として、健康や教育、経済成長、気候変動に関するものなど、

多岐にわたる１７の持続可能な開発目標と１６９のターゲットが設定されており、

いずれも令和１２年までの達成を目指すものです。

か ○外国人市民（Ｐ４８）

　市内に住所を有する外国籍の人のほか、日本国籍を取得した人や国際結婚に

よって生まれた子どもなど外国の文化を背景に持つ人など、外国にルーツを持つ人

のことをいいます。

○学区連絡協議会（Ｐ１０等）

　住民相互の交流を図り、連帯を高めることを目的として、学区内の様 な々団体

の代表等で構成された協議組織です。小学校区単位（＝学区）に設置され、学

区におけるコミュニティ活動の中心的役割を担っています。

○区将来ビジョン（Ｐ７）

　区を取り巻く社会状況の変化を踏まえ、めざすべき区の姿を明らかにし、その

実現に向けた中長期の取り組みを各区において体系化した計画です。

○区政運営方針（Ｐ７）

　区将来ビジョンの方向性に基づき、地域の課題や要望を踏まえて行政サービス

や区民生活の向上を図るため、年度ごとに区役所が主体的に取り組む事業をまと

めたものです。

○区政協力委員（Ｐ１０等）

　町内会・自治会単位に選出され、住民と行政とのパイプ役として市長から委嘱

されています。行政からの情報を住民に伝達し、住民の市区に対する意見を行政

に反映させるための名古屋市独自の制度であり、市内で約５，５００名の委員が、

安心安全で快適なまちづくりをはじめとした市民活動の推進役としても活動してい

ます。
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か ○区のあり方基本方針（Ｐ７）

　区の役割の拡充、住民自治の強化を趣旨とする地方自治法の改正や、これま

での区役所改革の取り組みを踏まえつつ、１０年後の地域社会をみすえ、「住民

に身近な総合行政機関」としての区役所の果たす役割・方向性を示すものです。

○権利擁護支援（Ｐ７４）

　認知症や障害などで判断能力が不十分な人がひとりの個人として尊重され、自

分らしい生活を実現するために必要な支援を受けることいいます。

○高齢者福祉相談員（Ｐ４９）

　ひとり暮らしの高齢者の方などの生活や福祉、一身上の問題などの相談を行う

ため、各区役所・支所に相談員を配置し、訪問活動を行っています。

○子ども会（Ｐ１０等）

　遊びを中心とした異年齢の子ども同士の集団活動を通じて、子どもの自主性・

創造性・協調性を養い、心身の健全な育成を目的とする地域団体です。

○子ども食堂（Ｐ４５等）

　子どもの孤食を防止し、子どもが安心して食事ができる機会を提供することを

通じて、子どもの健やかな育ちを支援する取り組み。地域における「子どもから

高齢者まで誰でも集える場」としての役割も期待されています。

○コミュニティワーカー（Ｐ４４）

　一定の地域社会で生じる地域住民の生活問題を地域社会自らが主体的・組織

的・計画的に解決していけるよう、側面的援助を行う人のことをいいます。

○コミュニティソーシャルワーカー（Ｐ６５）

　生活課題を抱える各人の相談支援を地域の中で展開しつつ、さらには地域ぐ

るみの支援の仕組みをつくっていくことを目指す役割を持った人のことをいいます。

○合理的配慮（Ｐ４３）

　障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合に、負担が

大きすぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために、その人に合わせた必要な配

慮を行うこと。
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さ ○再犯の防止等の推進に関する法律（Ｐ７０）

　再犯の防止等に関する施策に関し、基本理念を定め，国及び地方公共団体の

責務を明らかにするとともに、再犯の防止等に関する施策の基本となる事項を定

めたものです。

○社会福祉協議会（本文中は「社協」と表記している箇所もあります）（Ｐ１０等）

　１０ページを参照ください。

○社会福祉法（Ｐ２等）

　福祉サービスの利用者の利益の保護及び地域における社会福祉（地域福祉）

の推進を図るとともに、社会福祉事業の公明かつ適正な実施の確保及び社会福

祉を目的とする事業の健全な発達を図るための法律です。

○社会福祉法人（Ｐ１０等）

　社会福祉事業を行うことを目的に、社会福祉法に基づき設立された法人です。

○社会的障壁（Ｐ４７）

　障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会

における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいいます。

○社会的孤立（Ｐ１２等）

　家族・地域社会との交流が客観的にみて著しく乏しい状態をいいます。

　（『平成 22 年度版高齢社会白書（内閣府）』から抜粋）

○住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（Ｐ６９）

　高齢者などの住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関し、国に

よる基本方針の策定、地方自治体による供給促進計画の作成、要配慮者の入居

を受入れる賃貸住宅の登録制度等について定めるなど、要配慮者に対する賃貸

住宅の供給の促進に関する施策を総合的に推進するための法律です。

○消防団（Ｐ５８）

　火災や地震、風水害などの様 な々災害から地域を守るために、災害現場での

活動や火災予防の運動などを行っている組織です。団長は市長から、団員は団

長から任命されており、地域を守りたいという有志により成り立っています。

●  148  ●

参
考
資
料

第
一
編



さ ○女性会（Ｐ１０等）

　地域の女性たちが力を合わせて安心・安全で快適なまちづくりを行っている社

会教育関係団体です。「地域 いきいき世話やきおばさん」として、青少年健全育

成、福祉、環境、防災などの地域の課題を学習し、それぞれの地域にあった方

法で、課題の解決や地域の絆づくりに取り組んでいます。

○身体障害者相談員（Ｐ１０）

　身体障害児・者の更生援護の相談に応じ、必要な指導を行うとともに、区役

所など関係機関の業務に対する協力などを行っています。

○生活困窮者自立支援制度（Ｐ２７）

　仕事のこと、家計のこと、家族のことなど生活上の様 な々困りごとを抱える方（生

活困窮者）に対して、一人ひとりの状況にあわせた包括的な支援を行う制度です。

○生活支援協議体（Ｐ５５）

　生活支援の充実を目的として、各区の生活支援関係者が集い、定期的な情報

共有や連携強化等を行うための協議体です。

○生活支援コーディネーター（Ｐ５５）

　地域における生活支援の提供体制の整備に向けた取組みを推進するために、

生活支援の担い手の養成、資源開発や関係者のネットワーク化等のコーディネー

ト業務を実施します。

○成年後見制度（Ｐ７４）

　認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではな

い方（以下、「本人」という）について、本人の権利を守る援助者（「成年後見人」

等）を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

　（パンフレット「成年後見制度　詳しく知っていただくために」平成 25 年 9 月　最高裁判所　から抜粋）

た ○地域共生社会（Ｐ３７）

　社会構造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの「縦割り」や

「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、

人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らし

と生きがい、地域をともに創っていく社会を目指すものです。

○地域包括ケアシステム（Ｐ２７）

　２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・

生活支援が一体的に提供される体制を構築するものです。
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た ○地域福祉推進協議会（Ｐ１０等）

　１５ページを参照ください。

○知的障害者相談員（Ｐ１０）

　知的障害者の家族等からなる相談員が、区役所など関係機関との連携を保ち

ながら、知的障害児・者の抱える生活上の問題などについて、相談・助言を行っ

ています。

な ○なごやか地域福祉２０１５（Ｐ３３）

　３３ページを参照ください。

〇名古屋市総合計画（Ｐ５等）

　市のまちづくりの方向性を明確化するとともに、市のめざす都市像を実現するた

めに取り組む施策等を明示することを目的として策定した計画です。

　名古屋市総合計画２０２３（計画期間令和元年度～５年度）では、関連する主

な成果指標として「困った時に相談できる人が隣近所や地域にいる高齢者の割合

（現状値６３．７％）」の令和５年度目標を７０％、１２年度目標を７５％と掲げて

いるほか、「地域活動やボランティア・ＮＰＯ活動に参加している市民の割合（現

状値２６．０％）」の令和５年度目標を３３％、１２年度目標を３５％と掲げています。

○なごや人権施策基本指針（Ｐ５）

　市政運営の基本理念である「人間性豊かなまち・名古屋」の実現に向けて人

権施策を総合的・計画的に推進していくための指針となるものです。

は ○保健環境委員（Ｐ１０等）

　公衆衛生に対する正しい知識の普及、実践などを通じて公衆衛生を向上増進

し、地区衛生活動の進展を図るため、市長から委嘱されています。

　近年においては、ごみの減量対策や環境保全活動などの新たな課題にも取り

組んでおり、約７，５００名の委員が、地域の公衆衛生活動のリーダーとして活躍

しています。

○保護司会（Ｐ１０）

　犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアであり、保

護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。保護区ご

とに保護司会を組織することとなっています。

ま ○民生委員・児童委員、主任児童委員（民生委員・児童委員協議会）（Ｐ１０等）

　２５ページを参照ください。
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ま ○門地（Ｐ３６）

　いわゆる家柄や生れなど人の出生によって当然に生じる社会的地位のことをい

います。

ら ○老人クラブ（Ｐ１０等）

　同一地域に暮らす高齢者が集い、会員自らの生きがいと健康づくり、仲間づく

り、地域を豊かにすることを目的に「健康・友愛・奉仕」を柱とした活動を行っ

ている自主的な組織です。

わ ○ワンオペ育児（Ｐ１４）

　「ワンオペ」とは「ワンオペレーション」の略語で、飲食店等での1 人勤務によ

る過酷な状況が社会問題となったことから派生した言葉。育児に加え、仕事や家

事を同時に一人で行わなければならない状態をいいます。身体的のみでなく孤独

感を感じることによる精神的な負担も強くなる状況があります。
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